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建設水道委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ３月 ６日   開会  ９時５９分  閉会 １２時 ５分 

２．開催場所 

   委員会室 

３．出席委員名 

   簀 戸 利 昭   三 輪 順 治   柳 井 一 徳   惣 台 己 吉 

   大 滝 文 則   藤 原 清 和 

４．欠席委員名 

   な  し 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長     宮 地 俊 則 

  （２）副議長     上 野 安 是 

  （３）委員外議員   森 本 典 夫 

（４）説明員 

    副 市 長  三 宅 生 一   建設経済部長  田 邊 義 博 

    水 道 部 長  笠 行 眞太郎   建設経済部次長  川 田 純 士 

    水 道 部 次 長  森 本 謙 一   商工観光課長  武 田 吉 弘 

   農 林 課 長  谷   昌 彦   芳 井 支 所 長  笹 井   洋 

   美 星 支 所 長  金 高 常 泰   上 水 道 課 長  藤 代 旨 弘 

    都市建設課参事  加 賀 洋 一   上水道課参事  田 中 伸 廣 

    下水道課参事  妹 尾 福 登   上水道課長補佐  吉 本 泰 人 

   都市建設課主幹  田 中 大 三   都市建設課建築住宅係長  井 上 政 典 

  （５）事務局職員 

    事 務 局 長  川 上 勝 三   事 務 局 次 長  岡 田 光 雄 

    主     任  藤 井 隆 史 

６．傍聴者 

  （１）議 員   三宅文雄、坊野公治、西田久志、大鳴二郎、佐藤 豊、井口 勇 

森本典夫 

  （２）一 般   ０名 

  （３）報 道   ０名 
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７．発言の概要 

委員長（簀戸利昭君）  それでは、皆様、おはようございます。 

 少し早いようですが、皆さんおそろいのようなので始めさせていただきます。 

 ただいまから建設水道委員会を開会いたします。 

 初めに、副市長のごあいさつをお願いします。 

副市長（三宅生一君）  皆様方に改めましておはようございます。 

 田中苑の紅梅も本当にけさの光に輝いて、温かい気持ちにさせてくれるなというふうに感

じたところであります。 

 さて、この３月ともなりますといろいろ別れ、出会いの季節でもありますが、何をさてお

いても３・１１の東日本の震災のこと、この復興を願わずにはいられないなというふうにも

思っておるところであります。 

 当初、ご案内も申し上げましたが、翌日既に初動ということで、当時の水道部で給水の意

思を決定いたしまして、直ちに被災地に向かったということがございました。さらに、消防

の人命救助、それから保健師による健康のチェック、さらには精神的なチェック、それから

昨年度になりますが、１年間、土木技術員が宮城県の松島町のほうへ入りまして、１年間通

じて復興のほうを手伝ったということであります。 

 ３カ月、６カ月、あるいは１カ月のみという団体にあって、通じてきてもらったことにつ

いて、途切れないのでよかったというのが当地、松島町の町長さんの、過日こちらに来られ

たときのお話でもありました。井原市としては、今後もできる限りの支援についてやってい

きたいというふうに思っているところであります。 

 さて、本市のまちづくりでありますが、昭和４０年代に、ちょうどここにも入るわけです

が、井原の区画整理５１ヘクタール、それから昭和５０年代に入りますと平成１０年までの

間でありますが、高屋区画１１７ヘクタール、そういった町の都市形成という意味でのやっ

てきたところであります。 

 また、昭和４０年代、５０年代には農業基盤整備としましては、新農工あるいは農村総合

モデル事業を活用しまして、そういった農山村の環境づくり、あるいは農業の基盤づくりを

やってきたところでもあります。 

 さらに、企業誘致に関しましては、時を同じくしてでありますが、木之子工業団地あるい

は高月工業団地、おおなる工業団地などを次々とやって、そういった展開をしてきたところ

でもあります。 

 また、上水、下水、あるいは簡易水道についても、それぞれの生活に密着したインフラ整
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備に努めてきているところでもあります。こういったインフラの整備が、今後は長寿命化あ

るいはこの有効利用、さらには維持管理といったまた別の観点で市民に求められているとこ

ろだろうというふうにも思っております。 

 また、今紹介をさせていただいた事業に対しましては、地元の皆さんの深いご理解、ある

いはご協力なくしてはなし得なかったというふうにあります。全てが市のほうでやるという

ことよりも、用地交渉あるいは用地に協力、補償に理解を求めるという一つ一つの作業の積

み重ねで今日がやってこれたかなというふうにも思っております。重ねて、先人には深い感

謝の意を表したいというふうに思っております。あわせまして、今後とも確かな行政を推進

していきたいというふうにも思っております。 

 長くなりましたが、本委員会でありますが、付託されております事案につきましては、条

例が３件ということでございます。慎重に審議をいただきながら、適切なご決定を賜りたい

というふうに思っております。 

 なお、お手元に配付をさせていただいております定例会の報告事項がございますが、資料

がございますが、後ほどお目通しのほう、よろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。本日はどうぞよろしくお願いします。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

 

〈議案第２５号 井原市住宅供給条例の一部を改正する条例について〉 

 

〈なし〉 

 

〈討論〉 

 

〈なし〉 

 

〈採決 原案可決〉 

 

 

〈議案第２６号 井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部を改正する条例について〉 
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〈なし〉 

 

〈討論〉 

 

〈なし〉 

 

〈採決 原案可決〉 

 

 

〈議案第３０号 市道路線の認定及び変更について〉 

 

〈なし〉 

 

〈討論〉 

 

〈なし〉 

 

〈採決 原案可決〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  以上で議案の審査は終了いたしました。 

 なお、委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと思います。 

 

〈異議なし〉 

 

 

〈所管事務調査〉 

 

〈（仮称）池谷残土処理場について〉 

 

建設経済部次長（川田純士君）  お手元に配付いたしております仮称池谷残土処理場につ

いてをご覧いただきたいと思います。１枚目のＡ４版をご覧ください。 

 この池谷残土処理場につきましては、今年度工事を施工いたしまして来年度の４月から供
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用開始をする予定にいたしております。位置でございますが、井原市芳井町池谷地内でござ

います。面積につきましては、３．３８ヘクタールでございます。処理量につきましては、

２２万立方メートルでございます。広域農道を挟みまして１工区と２工区に分かれておりま

して、それぞれの２０万立方メートルと２万立方メートルの処理量でございます。処理期間

でございますが、平成２６年度から約１０年間を予定しておりますが、これは野上の残土処

理場との併用ということで見込んでおりますが、今後の事業量の変化によってはこの期間が

変更になります。５番の事業費でございます。２５年度までの事業費が１億３２２万９，０

００千円でございます。管理方法につきましては、井原市建設業協会へ管理委託をする予定

でございます。現在あります野上の残土処理場と同様の要領で行いたいと思っております。 

 次のＡ３版の三つ折りの図面が３枚ございます。１枚目が位置図と平面図、２枚目が標準

横断面図、３枚目が縦断面図でございます。まず、図面の１枚目の平面図をご覧ください。

先ほど申しましたように、色刷りでしてあるところにつきましては１工区、面積が３．０１

ヘクタール、処理量が２０万立方メートルで、広域農道を挟んで北側、これは色をつけてお

りませんけれどもこちらは２工区で０．３７ヘクタールで処理量が２万立方メートルでござ

います。網かけをしておりますのが埋め立てで平地になる部分でございます。その他にのり

部分、のり部分につきましては５メートルごとに小段を１．５メートルで施工をいたす予定

でございます。また、この平面図の黄緑色の部分、広域農道から進入して管理道としてぐる

っと回った格好で赤茶色のほうの下のほうに行く管理道がございまして、これにつきまして

は下にあります色塗りがしてございませんけれども調節池の管理道等でございます。この平

面図で右のほうから左のほうへ下っていく勾配になっております。この図面の黄緑色の左側

部分にＡダッシュとして断面をつくっております。右側の青色の部分Ｂダッシュ断面として

断面を切っております。その断面が次のページになりますが、標準横断面図Ａダッシュ断

面、Ｂダッシュ断面でございます。まず、下側のＡダッシュ断面、下側でございますけれど

も、これにつきましては現行の地盤高から約２０メートルの高さが広域農道の点になりま

す。その断面図の右側にありますのが、先ほど申しました広域農道から入ってくる管理道、

それから左上にありますのも同じく広域農道から入ってくる管理道になります。上のＢダッ

シュ断面でございますが、現行の地盤高から約１０．９メートルを埋めるような形になって

広域農道とすりつくようになります。次の３枚目の縦断面図をお願いいたします。これにつ

いてはお断りしておきますけれども、縦の縮尺と横の縮尺が違っております。と申しますの

が、横、これは距離になりますが６４０メートルございます。縦につきましては調節池のと

ころが３３０メートル、それから広域農道にすりつくところが４１０メートル、差が８０メ

ートル、そういうことでこの紙面上表示をすることができませんので縮尺が違った形で表示
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をいたしておりますのでご了承をいただきたいと思います。この色づけをしておるのが１枚

目の平面図の色と同じ箇所という意味でございます。それで縦断面図の図面のうちで平面の

部分が５カ所ございます。まず標高で言いますと、３６１．０のところ。これは管理道でご

ざいます。それから３８２．５メートル。これが２，２００平方メートル。３８７．５メー

トルのところが１，８００平方メートル。３９２．５メートルのところが１，４００平方メ

ートル。３９７．５メートルのところが７００平方メートル。４００メートルのところが

１，２００平方メートル。それからその他に２工区のほうが２，３００平方メートルありま

して平地の面積につきまして１万６００平方メートルが平地となります。 

 以上、簡単にご説明を申し上げましたけれども、説明とさせていただきます。 

委員（三輪順治君）  ちょっと２点お願いしたいと思います。 

 まず１点は、今回の池谷の残土処分の管理方法は、野上と同じ要領で行うというご説明あ

ったんですが、野上の要領がわからんのんで、その要領を教えてください。 

 それからもう一点は、色が分けてあり非常にわかりやすい図面をつけていただいておるわ

けですが、私の聞き漏らしかもわかりませんが、どういう順番に埋めていかれるのか、あわ

せて野上の管理状況とあわせてお示しをいただければと思います。 

 以上、２点よろしくお願いします。 

建設経済部次長（川田純士君）  管理要領でございますけども、野上と同じということで

ございまして、井原市建設業協会へ委託して建設業協会のほうで管理をしていただくという

ことになります。 

 この進入路には当然門扉をして鍵を締めると。それから、管理棟を設ける。それからもう

一点は、タイヤの洗い場をつくって搬出する際に泥が道路に搬出しないようにするというふ

うなことを考えております。 

 そういったことで、建設業協会に委託をするということで同じような要領で行うというこ

とと、埋めるのがまず１枚目の平面図でいいますと、下が調節池がございます。その上側か

らだんだん……。 

委員（三輪順治君）   色で言うてください。 

建設経済部次長（川田純士君）  赤茶色、黄緑というふうに埋めていきますが、１点、現

在県の事業で広域農道の事業を、工事をしております。その関係で、県の広域農道の工事に

６万立方メートルの盛り土が必要でございます。そういった関係で、県のほうにここの土地

の使用を許可いたしまして、２工区のほうの２，０００立方メートルが処理できる２工区

と、この図面でいいますと青色と黄色の部分について約６，０００平方メートルにわたって

残土の仮置きをし、広域農道の工事にそれを盛り土として使うというようなことになってお
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りまして、現在天神峡トンネルの残土について、現在こちらのほうへ搬入しておるところで

ございます。 

委員（三輪順治君）  ありがとうございました。 

 １点だけ、搬入されるダンプとかトラックの管理は、いわゆる管理棟を設けられてチェッ

クされてここに置かれるわけでございますが、私も現場ちょっと行ってないんでわからんの

やけど、時間的には何時から何時までお受け入れをされとるのでしょう。 

建設経済部次長（川田純士君）  ８時半から５時まででございます。 

委員（三輪順治君）  ５時は冬期、冬場も通してですか。暗くないですか。 

建設経済部次長（川田純士君）  ８時半から９時ということにしておりますんですが。 

委員（三輪順治君）  井原市の残土処分場ですから、よそのが入ってこないとは思います

が、夏場はよく識別ができると思います、標識、恐らくトラック、ダンプとかいろいろある

と思いますが、管理される場合に管理が十分いかれてると思いますが、暗いときにはなかな

か注意も散漫になり、また視界も良好でないので、十分にくれぐれもけががないようによろ

しくお願いしたいと思っております。 

 以上でございますが、もう一点、広域農道の進捗は、今おっしゃった盛り土もあるんです

が、あわせましてこの完成、ここの。私、現場行ってないんじゃけど。 

 それともう一つ、アクセスはもうここしかないんですね、この残土処分場行くためには。 

建設経済部次長（川田純士君）  まず、順番逆になりますけれども、アクセスとしてはも

うこの広域農道のここを通る以外はございません。 

 それから、広域農道の進捗状況についてはちょっと把握しておりませんが。 

 今の予定では３１年度完成予定でございます。 

委員（三輪順治君）  わかりました。 

委員（大滝文則君）  済いません、聞き漏らしたかもしれませんけども、基本的には天神

峡トンネルの残土というお話がありましたけども、そのほかにこの残土処理場についてほか

の工事の範囲というのがあるのかないのか。あるとすればどの範囲の工事を想定されている

かというのをちょっとお示しいただきたいと思います。 

建設経済部次長（川田純士君）  先ほど申しました天神峡トンネルの残土処理というのは

仮置きでございまして、先ほど申しました広域農道に使う盛り土をここに一旦、天神峡トン

ネルの残土を置いて、それを広域農道の盛り土に使うということですので、それは使ってし

まえばもうなくなるということになりますんで、基本的に市の公共事業全てに対してこの残

土処理場を使うということになります。 

委員（大滝文則君）  ということは、このトンネルの処理土は仮置きということで、その
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他の井原市内全般の残土処理置き場ということで、わかりました。 

建設経済部次長（川田純士君）  そのとおりです。 

委員（藤原清和君）  この３枚目のそれぞれ工程があってずっとありますけども、各４０

０メートルのところから１，２００平米、３９７．５のところが１，７００平米というふう

にずっと順序ようおっしゃっていただきましたけど、もう一遍ずっと下から言っていただい

て、それは先ほど言いました緑と黄色のところに６，０００平米のところへ残土を仮置きす

るんですね。今言うたこの青と黄色んとこへ置くんでしょう。 

建設経済部次長（川田純士君）  それでは、もう一回標高と面積を申し上げます。 

 ３８２．５メートルのところが２，２００平方メートル、３８７．５メートルのところが

１，８００平方メートル、３９２．５メートルのところが１，４００平方メートル、３９

７．５メートルのところが１，７００平方メートル、４００メートルのところが１，２００

平方メートルでございます。そのほかに２工区が２，３００平方メートル。合わせて１万６

００平方メートルと。 

 

〈なし〉 

 

 

〈井原市公営住宅等長寿命化計画について〉 

 

建設経済部次長（川田純士君）  まず、お手元にお配りいたしておりますＡ３版の二つ折

りの概要書と井原市公営住宅等長寿命化計画がございますが、そちらのうち井原市公営住宅

等長寿命化計画の概要書１枚もので説明をさせていただきます。 

 １番目といたしまして、計画の目的及び期間でございます。（１）の計画の目的でござい

ますが、前段、中段にかけてこの計画を策定する背景と法律の要請を書いておりまして、結

論としまして、（１）の下から４行目からでございますけれども、本計画は、市の住宅セー

フティネットの中核をなす公営住宅等施策において、その効果的かつ効率的な推進を図るた

め、ストックの長期的活用に係る課題を明らかにするとともに、トータルコストの低減・平

準化に向けた取組を検討し、年次ごとの事業計画として定めるものでございます。 

 （２）計画期間でございます。平成２６年度から平成３５年度までの１０年間でございま

して５年を目処に見直すことといたします。 

 ２番目の公営住宅等の現況でございます。今井原市が管理しております公営住宅等は総戸

数８１９戸でございます。そのうち市が建設した住宅が７７７戸、また県営住宅が４２戸ご
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ざいます。それら公営住宅等の建物の状況を見ますと昭和５０年代が建設のピークでござい

まして、平成１７年度以降は新しい住宅の供給はございません。なお建物の構造では耐火構

造の住宅が全体の半数５４．６パーセント以上を占めており、現行の耐震基準が施行された

昭和５６年以降に建設された住宅は全体のおよそ半分の４９．６パーセントでございます。

ただし、右の円グラフを見ていただきたいと思いますけれども、この円グラフの右下のほう

でございますけれども、耐火（旧耐震）１６．６パーセントとなっておりますが、これにつ

きましては既に耐震診断をしておりまして耐震性があるということになっておりまして、し

たがいましてこれを足しますと６６．２パーセント、約３分の２が耐震性があるということ

になります。 

次のページをお願いいたします。３番として入居者のアンケート調査結果ということで、

昨年入居者に対してアンケート調査をいたしております。市が管理する全住宅において入居

世帯へのアンケート調査を実施しました。住棟の建設年度別に２種類の調査表を用意し、建

てかえに関する意見や改善が必要と考える箇所などをお尋ねしました。送付数は７１２件で

回収率は４４パーセントでございました。 

（２）で調査結果の抜粋でございますが、①の建てかえについてどう思うかというアンケ

ートでございますが、平成３５年度末までに耐用年限を迎える住棟に入居する世帯に「現在

居住する団地で建てかえを行うことになったらどう思うか」と尋ねましたところ、右の円グ

ラフでございますけれども、建てかえは必要ないが２２パーセント、また逆にぜひ建てかえ

るべきであるが１８パーセントで拮抗しております。またその他が消極的な賛成というふう

にとれます。②の改善についてどう思うかということでございます。耐用年限が平成３５年

度以降となる住棟に入居する世帯に「現在居住する団地に必要と考える整備の内容」を尋ね

ましたところ、右の円グラフでもわかりますように建物や住宅内部に部分的な改善が必要と

いう答えが７７パーセントと大半を占めております。また建てかえが必要という回答が７パ

ーセントでございました。 

続きまして③の優先すべき「建物や住宅内部」の改善箇所でございますが、これにつきま

しては、結露、湿気の対策が一番多うございました。 

右のページでございますが、４番の長寿命化を図るべき公営住宅等でございますが、

（１）活用手法の選定でございますが、活用手法は、住戸タイプ別・住棟別・住宅別に３段

階で判定を行い、ａ．用途廃止、ｂ．建替、ｃ．長寿命化改善、ｄ．維持管理の４つに区分

します。さらに、ストックごとに、ｃ．長寿命化改善の実施内容を明らかにするため、安全

性確保型、福祉対応型、居住性向上型、また長寿命化型の４つに区分します。また、ｄの維

持管理は計画修繕の視点を強化した長寿命化型維持管理と、次期計画期間での事業実施を念
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頭に管理コストを抑制する修繕対応の２つに区分をいたします。右のフロー図をご覧いただ

ければと思いますが、一次判定において建築年度、高度利用の可能性、需要、改善履歴など

で一次判定をいたします。二次判定では、安全性、快適性、高齢者対応について判定をいた

しまして、三次判定では、住棟・住宅間の連携の必要性、まちづくりとの連携の必要性、事

業量・コストの平準化の必要性と総合的な判定をいたしまして活用手法の選定をいたした次

第でございます。（２）住宅別の活用手法ということで、その結果、用途廃止として、清迫

住宅、広畑住宅。また建てかえとして山本住宅、長寿命化改善として、祝部住宅、向町住

宅、西方住宅、山内住宅、よしいハイツとしました。維持管理については２３８戸で記載の

住宅でございます。また修繕対応につきましては２３２戸で記載の住宅でございます。これ

を合わせて７７７戸の管理戸数のうち、７５３戸となりまして２４戸の減少という計画とし

ております。 

５番目の長期的な課題でございます。人口の減少等により公営住宅等の需要は長期的に低

下するものと予想されますが、世帯の小規模化や経済活動の停滞などによって要支援世帯は

むしろ増加します。長期の活用が見込まれる公営住宅等の建設に際しては、当面の需要対策

とあわせ長期的なストック管理の視点が必要となります。その視点としまして、４項目を挙

げておりまして、（１）として、バランスの取れた供給と地域特性への配慮、（２）とし

て、円滑な住みかえのための仮住居等の確保、（３）で、小規模住宅の活用方針、（４）

で、地域のまちづくりに必要な施設や機能の確保でございまして、内容的には右の欄に掲げ

ているとおりであります。 

次の４ページをお願いいたします。６の計画期間における取組でございます。（１）の公

営住宅等における建替・用途廃止の実施方針で、①の建替・用途廃止の基本方針でございま

す。清迫住宅、広畑住宅につきましては、本計画期間中の移転、退去完了を目指すと想定い

たしております。それには既に募集を停止している住宅ですが、本計画期間内での移転対

応・退去促進を図ります。また除却については計画期間外にずれ込む可能性があります。山

本住宅につきましては、平成３１年度に実施設計をし、平成３２年度に第１期除却を開始、

平成３３年度から第１期建設開始を想定いたしております。これにつきましては、従前居住

者につきましては、敷地内での移転対応が必要となることから、工期を複数に分割して事業

を進めます。また一部工事は計画期間外にずれ込む可能性があります。②で建替・用途廃止

を実施する住宅と取組の時期について記載をいたしております。下の山本住宅の建てかえに

つきましては、修繕対応の後、平成３１年から設計・除却、約６０戸の建設ということのス

ケジュールでございまして、その間に課題の検討、入居者への周知、住宅内住み替え等の促

進、また戻り入居への対応ということが出てまいります。 
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続きまして（２）の長寿命化のための維持管理計画であります。①の長寿命化改善・維持

管理の基本方針でございますけれども、活用判定で長寿命化改善に位置づけた住宅のうち、

祝部、向町、西方につきましては、昭和５０年代に建築された中層耐火住棟でございます。

躯体の安全性は確認されていますので、躯体の劣化対策、住戸内の居住性向上、バリアフリ

ー化住戸の確保に取り組みます。また山内・よしいハイツにつきましては、下水道接続を行

い、山内については水洗化を同時に実施をいたします。右の真ん中に事業パターンをとし

て、長寿命化型、居住性向上型、福祉対応型といったパターンを載せておりまして、その改

善内容としては、右の欄に掲げているとおりでございます。この改善内容でございますけれ

ども、この計画を樹立する一つの考え方として、社会資本の整備総合交付金事業に対応する

ための計画をつくらなくてはならないということになっておりまして、逆に申しますとこの

計画を立てないと交付金がいただけないというようなことからこの計画を樹立するという面

がございます。したがいまして、下の米印をしておりますけれども、改善内容については優

先度が高いものから実施をするということにいたしまして、ある程度ほおばったような改善

内容といたしております。②の改善事業を実施する住宅と取組の時期でございますが、祝

部、向町、西方、山内、よしいハイツについて、それぞれ表のような内容でございまして、

祝部住宅につきましては、平成２７年度から３年間、また向町につきましては、平成３０年

度から３１年度にかけて、西方につきましては、３２年度から３５年度にかけて、また山

内、よしいハイツにつきましては、公共下水道の工事を予定しております平成２８年度に接

続ということで考えております。 

以上、概略でございますけれども詳細な内容につきましては計画書のほうに記載いたして

おりますのでご覧いただきたいと思います。 

以上でございます。 

委員（柳井一徳君）  ちょっとお尋ねしたいんですけれども、先ほど計画６の計画期間の

中の長寿命化改善の中で、（２）の①の中で、山内団地、それからよしいハイツの下水道接

続というふうにおっしゃられましたが、山内のほうは水洗便器へ更新されると。よしいハイ

ツは浄化槽なのでもう設置されてるということですか。 

建設経済部次長（川田純士君）  浄化槽で今やっておりますので、水洗化はできておりま

す。 

委員（柳井一徳君）  ありがとうございます。 

 もう一点よろしいですか。 

 よしいハイツの方々にいろいろなことを聞くんですけれども、結露でカビの問題とかって

いうことをよく言われます。現状として空き戸数が結構あると思うんですけれど、その中
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で、この改善事業の中で見ていきますと、②の改善事業は居住性向上型になっておりまし

て、長寿命化型、前ページの４項目の中の（２）はよしいハイツは長寿命化改善という項目

の中に入っておりますけれども、表の中ですけど。これが一番最後の②では居住性向上型と

いうことで、長寿命化型は全然考えていらっしゃらないということなんでしょうか、改善と

して。 

建設経済部次長（川田純士君）  よしいハイツにつきましては、今おっしゃったような形

で考えております。 

委員（柳井一徳君）  そうすると、例えば屋内の結露の問題とかっていうのは、この水回

り設備の更新でもって対応をしていかれるんでしょうか。 

建設経済部次長（川田純士君）  それについては、個々内装の修繕等で対応したいと考え

ております。 

委員（柳井一徳君）  そうしてください。ありがとうございます。 

委員（大滝文則君）  済いません、３ページの長期的な課題という中で、人口の減少等に

より公営住宅等の需要が長期的に低下するものと予測されますということですけども、この

計画にはどの程度の人口減を想定されてるのか。その上の住宅別としての活用手法で清迫、

余田の１４戸の用途廃止と、山本住宅の７０戸が６０戸と、トータルで２４戸減少ですけど

も、これによってこの想定は大体クリアしているのかどうかということをあわせてお尋ねい

たします。 

建設経済部次長（川田純士君）  計画書の本編の３ページに人口の推移、これは平成２２

年度までは国勢調査、２７年度以降は国立社会保障・人口問題研究所、人問研と申します

が、それの推計で記載をいたしておりますが、人口につきましてはこういった形で減少する

と。 

 世帯についても、今世帯はふえておりますけども、やがて世帯も減少していくというふう

な形でございまして、今申されました２４戸減少についてはこれで減少しても対応できると

いう考えでおりますし、現在市営住宅の募集を２カ月に１回やっておりますけれども、大体

２カ月に１回、４５戸前後の募集をいたしますけども、応募が少ないというふうなことか

ら、需要が現在少ないというようなことからも判断して、２４の減少で賄えるという判断を

いたしております。 

委員（大滝文則君）  トータルの人口減少のデータというのは想定データというのがある

んですけども、住宅に入居する需要としての人口減の話ちょっと、話がちょっとまずかった

んですけども。 

 そういう中で、先ほど言われたように、広報で住宅の募集がかなりある中で、今言ったよ
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うに残ってきとるんじゃないかという想定の中でちょっとお話しさせてもろうたわけですけ

ども。となると、この計画というものはもう少し少なくてもいいんじゃないかということも

想定されるんじゃないかと、こう思うんです。 

 要するに、これに反対するんですけど、そういうことも想定されるんですけども、そうい

うことの加味はどういうふうに考えられとるかということをちょっとお尋ねしたいというこ

とです。よろしくお願いします。 

建設経済部次長（川田純士君）  世帯が平成３２年過ぎまでふえていきますけども、それ

以降は減少していくと見ております。それまでは世帯がふえるということは市営住宅等に入

る方がふえてくるのではないかと想定されますけれども、それは十分今申しましたように、

空き家で対応できると。さらに、それに対して今現在ふえていってるからといって住宅をふ

やすということになると、また２０年後、３０年後、この計画については５０年ぐらいを見

越して計画を見るというふうにしておりますんで、２０年、３０年先には需要が少なくなっ

てくるというふうな考えでおります。 

委員（大滝文則君）  そのとおりなんです。需要が少なくなると想定されるから、言い方

が極端なんですけども、もっと少なくてもいいんじゃないかということは考えられないかと

いう質問なんですけども。 

建設経済部次長（川田純士君）  今、計画の中で、用途廃止というふうな形でやっており

ますけども、こういった用途廃止については、今考えておりますのは、強制退去ではなくて

自主退去、お願いをして退去をしていただくということもございまして、なかなかそういっ

た住宅が必要な方というのはすぐにすぐにはなかなか減っていかないというようなことも勘

案しまして、２４戸の減にとどめておりますが、ただこれにつきましては今後基本的な考え

方で言いましたように、５年ごとに見直しをするということにしておりますので、またその

ときに人口あるいは世帯、そういった社会経済情勢を見て見直しをしたいと思います。 

委員（惣台己吉君）  １点、障害者の方の利用状況と今後の動向をどのようにお考えか、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

建設経済部次長（川田純士君）  現在、障害者といいましても車椅子対応の障害者対応で

ございますけども、３１戸ございます。そういった中で、ちょっと数字的にははっきり覚え

ていませんけども、まだその中でも空き室、空き家がございます。そういったことから、今

回の福祉対応につきましてはそういった障害者対応については増室は見送っております。 

委員（惣台己吉君）  ちょっとまた空き家と空き室、わかればお教え願いたいと思いま

す。 

建設経済部次長（川田純士君）  ちょっと今資料がございませんので、後ほどお答えさせ
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ていただきます。 

委員（藤原清和君）  清迫、余田住宅、１４戸廃止ということで、もう用途廃止でござい

ますけども、後どうするかということと。それから、実際に清迫、余田住宅というのは昭和

２９年、３１年に建築されて全部で１９戸ありましたよね。既にもう５戸という、なくなっ

とるということですか。 

建設経済部次長（川田純士君）  先ほどおっしゃいました清迫住宅につきましては、当初

２０戸あったものが現在は８戸になっております。また、余田住宅につきましては２０戸あ

ったものが１３戸に減っております。こうしたことにつきましても、先ほど申しましたよう

に、強制退去ではなしに自主退去というような形になりますので、だんだんと減少していく

と。 

 申しわけございません。先ほど余田住宅１３と申しましたけれども、９でございます。 

 清迫住宅とか余田住宅につきましては、確かにこういうような形で大分除却もしていって

おりますけれども、まだ１棟２戸住宅とか、そういった住宅で片一方の方がまだ住まれてる

というようなこともございます。そういった中で、今後どういった土地利用をしていくかと

いうのがこの長寿命化計画では結論を出しておりません。また、これについては市全体とし

ての計画の中で考えていかなければならないと思っております。 

委員（藤原清和君）  さっき２戸が一緒にひっついたような形で建築されておるから、１

戸は住んでおられて１戸あいてると。それはええんですけど、既にもう全部解体してしまっ

て更地になったところが、今現在行ってみるとやっぱり草木がこれからまだ生えてくるんで

しょうけども、あれずっときれいになっておりますが、維持管理から含めて全ての面で跡地

利用についてはどういうふうにするかというのはずうっとほっとくということなんで、皆さ

ん全部終わってしまうまではそのままの状態なんでしょう。全部撤去していただく、今言う

た強制撤去はしないんじゃから、いつどうなるかわからんような状況でずうっとほっとくこ

とになりますけども、そういうことについてどういうふうに考えたらええんかな。そこら辺

のことがひとつ、地域にとってもそういった管理かなんか全部含めてきますが、地域の者に

とりましては。 

 既にあっこへ国の用途ありますよね、昔の旧河川、あれなんかでもよく草ぼうぼうで大変

な状況になってきょうるのに、今度はそういう更地ができると。そこも更地ですから草やい

ろいろなものが生えてくるという管理からも含めて、そういうことはどうするかということ

を前もってやっぱり示していくべきじゃないかなと思いますけども、そこら辺の考え方につ

いて。 

建設経済部次長（川田純士君）  そういった清迫住宅であるとか、余田住宅であるとか、
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かなり棟数が減って空き地になってるところで、おっしゃるように時期的に草が生えたりす

る現実は見ております。そういった点も今後検討をしていきながら、住宅自体をどうしてい

くかということをあわせて検討をしたいと思います。 

委員（三輪順治君）  まず、大変よくできておりまして感心いたしました。これは委託も

絡めて大変よく練られております。ただ、５年後にまた見直しが入りますけども、１点だけ

ちょっとご要望させていただきます。 

 公営住宅の観点からは、非常に今日的な法律の趣旨も組み入れられてうまくできておると

思います。ただ、私は単身世帯であるとかいろいろな居住形態も変わってきます。それか

ら、そこにお住まいの方はまた一つの地域として、公営住宅という概念というのは個別の家

が基本的にあるわけですが、これから５年後に見直す際にで結構でございますが、そこに皆

さんが集まられるような空間をぜひ新しい発想のもとで公営住宅の中に入れていただいて、

つまりひとり暮らしであれ２人暮らしであれ、皆が寄ってコミュニティーを形成するよう

な、そういう福祉といいますか、今日的な高齢社会、あるいは子供と一緒に過ごせるという

ような空間をぜひ５年後の見直しのときに工夫していただいて、そこに暮らす人たちがコミ

ュニティーを持ちながらそこで一緒に生活ができるというようなそういうゆとりのあるよう

なご対応の配慮をお願いしたいと思います。 

 この計画自体については質問はございません。 

建設経済部次長（川田純士君）  先ほどの障害者住宅の入居、空き家の件でございます

が、３１戸のうち６戸が空き家になっております。 

委員長（簀戸利昭君）  委員外議員の方が発言を求められておりますが、どういたしまし

ょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員外議員（森本典夫君）  余田住宅９と言うたけど、９ありますか。 

建設経済部次長（川田純士君）  ９戸です。 

 

〈なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  ここで執行部の方にはご退席をお願いしたいと思います。執行部

で何かございましたらお願いをいたします。 

副市長（三宅生一君）  終わりに当たりまして、一言お礼を申し上げたいというふうに思
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います。 

 委員の皆様方には、終始ご熱心に議論をいただきました。また、適切なご決定を賜りまし

たこと、改めましてお世話になりました。ありがとうございました。 

 通じていただいたご意見、ご提言を踏まえ、市政に反映していきたいというふうに思いま

す。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

〈農産物のブランド化について〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  先日、委員会において、所管事務調査事項として決定し、今後具

体的に調査を進めていく上で、どのような情報、資料が必要か、どういう内容で調査をして

いくか、どういう議論をしていくかなどを委員会で協議し、所管事務調査の具体的な内容、

方針等を決定したいと考えております。 

 事前にまとめていただきました各委員からの調査表と、これまでに会議資料として配付し

ました資料も参照していただきながらまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 具体的な内容を協議いただくために、まず情報収集、制度、施策の参考資料等の収集、②

が現状把握、制度、施策の把握、③課題、問題の発見、④ニーズの把握、⑤課題の設定、⑥

仮説の検討、⑦問題の分析、⑧政策の立案というような順序で行えたらと思います。 

 それで、各委員から特にこれだけはどうしても取り上げてほしいという項目であったりす

ると思いますので、各委員からまず情報収集についての制度、施策の参考資料等の収集とい

うことで、この中に当てはめる項目があれば各委員からお願いをいたします。 

 まず、柳井委員からお願いをいたします。 

委員（柳井一徳君）  私の場合には、問題点になるところを、思いつくところを書いたん

ですけれども、まず現状の把握というところではブランド化していく農産物の生産の現状認

識、把握をしていく必要があると思いますので１番に上げました。 

 そして、冬ぶどうを初め、ゴンボウ、ゆず、こういったところの生産者の方々がどういっ

たところで販売をしていっているのか、主に多い販売先はどういうところかというようなこ

とも現状認識をしていかなければならないだろう。そして、そういった商品を６次産業化に

はできないものかという、これは課題になるんでしょうか。問題の大きいのは、耕作放棄

地、それから後継者といったところだと思います。 

 私の意見はそういったところで、外していただいてもいいところはたくさんありますの
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で、よろしくお願いいたします。 

委員長（簀戸利昭君）  後継者ともう一個何。 

委員（柳井一徳君）  後継者とブランド化と、それから耕作放棄地です。この３つ、上位

４つまではブランド化に関すること。そして、６番目の耕作放棄地、７番目の後継者問題、

担い手問題、これをやっぱり取り上げるべきだと思いますので、お願いします。 

委員（惣台己吉君）  １と２、２の要望と把握ということですけど、これやっぱり大切じ

ゃないかなと。その１点でございます。 

 １に関してはちょっと把握するにも広いことになりゃへんかな思いますんで、できれば２

のほうの把握をお願いできたらなと思っております。 

 以上です。 

委員（大滝文則君）  情報の収集をすることによって現状の把握ができたり、課題、問題

の発見、ニーズの把握と連動してくることがあると思うんで、ちょっとどういうふうに優先

順位、今情報の収集のとこですね、言われたんで、そのあたりがちょっと表現しにくいんで

すけども、とりあえず書いてあるような１、２、３の国、県、市及び近隣市町村の農業支援

制度の把握、また農業関係団体等の意見交換会、また先進地視察、それから６、７の最近出

た、平成２６年から新たな農業、農村政策が始まったといいますことで農林水産省が４つの

改革ということで提案した制度の変更内容、６、７の人・農地プランとこれちょっと連動す

るところがこれとあると思うんで、基礎的な、とにかく最低限の制度の勉強を共通認識とし

て、まず持たないと次の段階へ行かんのじゃないかなという気はしております。 

 以上です。 

委員（藤原清和君）  もう皆さん先ほどおっしゃられたとおりで、いろいろ情報の収集が

一番じゃろう思います。そうしないと、課題とかニーズの把握、次に向けていろいろなこと

が仮説もできていけないから、情報収集ということで、ほんなら情報収集どうするんならと

いうことになってくると思うけど、それはまたみんなで考えりゃえんでしょう。 

 とりあえずここへ書いておりますけども、１つ、農業のほうにつきましては農業の現況の

情報収集ということで、生産家がどういうふうに収入が入るまで流れを持っとんかというこ

と、それからそれをするためには農業従事者とか農業委員さんとかＪＡ関係者、それから市

場関係の皆さんとの意見交換会も、必要じゃないかなというふうに思っております。 

 それから、いろんな問題、どういうところに問題があるのかということをやっぱり掌握せ

んと次の段階行きませんから、こういう段階、１つだけ先言わさせてもろうとります。 

 あとはもうそれぞれにまた考えていかにゃいけんと思いますんで、情報収集のどういうと

こから取り組むかということだけお願いしたいと思います。１つは農業、今度はもう一つ行
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かにゃいけんのじゃろ。企業誘致はええん。 

委員長（簀戸利昭君）  農業だけでお願いします。わからんなってくるんで。 

委員（三輪順治君）  私が、大体同じような流れですが、ちょっと違う視点が入っとるん

が３番と４番です。これは、見える化の作業になります。特に、現状を考える場合に、耕作

放棄地とあと耕作農地、農振計画との関係もありますけども、これできるかどうか執行部に

聞かなわからないんですが、少なくとも土地管理、固定資産の評価システムがあると思いま

すんで、例えば放棄地について情報がわかれば、全体の図面に落として井原市全体の中で今

放棄地がどがん状況か、何ヘクタールあるんかというんがどうも数字だけでは非常に難しい

ので、目に見えるような形でしたいというのが、やるのが原点かなというんが１つあるん

が、３番、４番がちょっと皆さんと違うとこです。 

 それから、それが次の６番の中間管理機構、今現在国のほうで予算化されまして準備が始

まってるから、これ実績と書いてありますがシステムとちょっと置き直してください、シス

テム。中間管理機構のシステムはまだちょっとよく見えておりません。要は、渡してもええ

よという農地をきちっと預かって、それを集約してやりたい方にお渡しすると。そのときの

ルールを恐らくつくってくると思います。そういうものも現状把握の中に入れとかんと、単

に放棄地だけの問題はもう所有権絡むんで、大変デリケートな問題入ってきますから、どこ

まで国の本気度がそこの管理機構の中で示されるかを見ないといけないんで、それをやりた

い。 

 ７番は関連して流動化を阻害するといやあ、そりゃ先祖伝来の土地だといやあ一言になる

んじゃけど、阻害する要因なんかも考えて、いや、これだったら任せられるよということが

あるんならそういうふうに仕組みをつけ加えていきゃあいいからというようなところへんが

重立った現状です。 

 あと、ブランド化に関しては、市内の主要な農産物の付加価値の可能性について、今は具

体的名称が上がってますが、販路とか流通量を含めて現状を、ＪＡルートであれば多分わか

ると思いますんでそういったものを含めていくと。こういうことが現状です。 

 ですから、ちょっと変わったとこ言やあ３番と４番でしょうか。あとは皆さんと大体同じ

思考です。 

 以上です。 

委員長（簀戸利昭君）  私ですが、要は補助金の要綱がございます。これの要綱をまず知

っていただくということで資料請求してお願いしたらというのと、当然ブランド化ですから

品目ごとの面積や収量、販売金額を把握する必要があるということと、その中でブランド化

できる品目の選定ということで、当然栽培者、農業者との意見交換、ＪＡとも意見交換も必
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要であろうということであります。 

 あとは皆様とほぼ一緒でございます。 

 以上です。 

委員（大滝文則君）  一人一人に皆さん一生懸命考えて提案されとるということで、そし

てまた先ほど委員長言われた１、２、３、４、５、６、７、８と最終的に政策の提案までの

スケジュールでいいようにできとるんで、たたき台としてこれをどういうふうに当てはめて

いくか、その作業が困難になってくると思うんで、きょう初めて全体の分を見たんで、ちょ

っとたたき台をどこかの時点でつくらんとなかなか難しいんかなという気もするんですけど

も。 

 そうした中で、可否というか、これはぜひとも優先順位といいましょうか、そういうこと

も含めて検討したほうがいいんじゃないかなというような気がしよんですけども、そのあた

りどうでしょうか。 

 先ほど藤原委員さん言われたように……。 

委員（藤原清和君）  先、先言わんと今どんなもんがある、どんだけ面積をしょうるとか

言よんじゃけ、そがんことはもう度外視して、白紙のままでわしゃあ、こういうないろいろ

皆さんの意見を収集聞きたいねん。 

 というのは、この耕作放棄地なんかでも何も農作物つくらんでも違うものをそこで養殖す

るとか、いろいろ考え方が出てくるんじゃけども、そういうことを含めた中でそういうもの

をブランド化にしていくためにはどうしたらええかということやけど、どこに課題があっ

て、どがなことを取り組んだらええかということを考えていかにゃ、もう今あるものをどう

しようか言ようたんじゃ、これはもう全国いっぱいあるんじゃから。 

 実際に農村地域でも、既にもう美星地域に新しい企業が来るんでしょ、ちらっと聞いたと

こによると。もう高齢化が進んでおる中で、農業従事者が、そら農業ばあしょうらんでもこ

ういうことしたらどんなんならということの企業が来るようにちらっと聞いたよ。そら何な

ら言うたら、今勝手なこと言よったら怒られるか知らんけども、そういうことも情報という

か、いろいろ全く耕作放棄地なんかどがん活用したらええかというようなことも含めていろ

いろな情報を収集した中で、何が問題があるんかとかというようなずっと流れをつくってい

きゃえんじゃから、とりあえずこれを立ち上げて起こさんと何も前へ進まんとわしゃ思うん

ですよ。 

 農業にしても、企業誘致にしても。これをやっていかんと絶対前へ行かんと思う。何が問

題があって、どういうことをしたらいけるんか。へえから、現況のままじゃったらどうなん

かとかいろいろあると思うんですよ。そういう話の収集をするんが、もう第一歩じゃ思いま
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すわ。 

 それから、いろんな関係者がおりますが、さっき言った農業従事しょってん人もおれば、

そら普及者の人もいらっしゃる、それからＪＡの方、それからいろいろな面で、要らんこと

言うたあいけんけど、きょうの朝のニュースなんか物すごいええ話しょうりましたわ。ＪＡ

さんがなかなか全国統合していってから、１，８００ぐらいあったＪＡさんがもう少のうな

って。大きくなったけれども人間の交流が一つものうなってきた。誰がどなたかというてわ

からんような状況になってきとるということで。ＪＡさんそのものの活性化も大切じゃとい

う話も出よりましたけども、何やかんや絡んでくると思よん。どこへ問題があるかというの

そういうことを知っていかにゃ。 

 へえで、何を起こしていくかじゃ、小さいこの井原市の中で。井原市の中でも、ありゃ、

岡山県の井原市の作物じゃな、産物じゃなというふうにわかるようなものをつくっていきゃ

えんじゃから。それは皆さんの相談の中で取り組んでいかにゃいけんと思います。 

 耕作地だけをどうするか、何つくろうかというんじゃなしに、そういうことを含めた情報

の収集はしてもらえりゃええんじゃないかな。そうすると違う方向の開きが見えてくるかな

思うたりしょうりますから、まずこの第一歩の取りかかりだけをやりましょうや。そうせん

と、何も課題もさっぱりわからんままやりょって。 

委員（大滝文則君）  今具体案の話で、この進め方として今いろいろ提案されたのをどう

いうふうにそれを具体化してくかという話だと思うんです。だから、各委員から出された提

案を、この政策、研究のさっき言われた情報の収集から政策の立案までのフローチャートと

いいましょうか、順番に持っていくために、まず最初のたたき台としてこの６人出された分

を整理して、この中へある程度当てはめて、ダブっとる部分もたくさんありますんで、優

先、文言として、この文言がこの部分はいいじゃろうというのをたたき台をつくっていかな

いと、同じようなことが重なっとるんがあるんで、それをまずつくることを誰かにお任せす

るか、ここですると相当の時間かかる思うんですよ。ですから、ちょっとまずたたき台を誰

かにお願いするということはできないでしょうか。 

委員長（簀戸利昭君）  そういうご意見もありますが、まず資料を何の資料が要るんだと

いう、まず勉強していただくためには資料が必要だと思います。その必要な資料、執行部に

資料請求するにしても、議長を通してという形になりましょうから、必要な資料をどこにま

ず予備知識として求めるためにはどういう資料が必要かというのをまず決めていただけたら

ありがたいと思いますが。 

委員（大滝文則君）  それもよくわかるんですけども、それは例えば情報の収集の中の１

番に資料の収集ということを入れて、その中に資料の収集にはここに書いて委員長がされて
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ます井原市農業振興対策事業補助金交付要綱、それから２として流動化助成金交付実施要綱

を、それからこうやる、販売金額の動向、先ほどちょっと先般、委員長とも一緒に協議会に

参加しましたけども、こういったさっき副委員長言われた農地、中間管理機構の調整につい

ての等々の農林省の４つの改革というような資料もありますけども、そういった資料をここ

へその次に、まず１として必要な資料という中で、また１、２、３、４、５と出てくる思う

んで、その辺の前段の調整をしたらどうかなという方向の、たたき台をつくったらどうかな

という提案じゃったんですけど。そこまで行くとなるとかなり時間食うんじゃないかな、委

員長の言よってん順番というの間違いないですけども、そこをここで全部するとかなり時間

かかるんじゃないかなという気がするんですけども、そのあたりどうでしょうか。 

委員（藤原清和君）  そらもう先ほど言うたとおりでよかったですね。ぜひ正副委員長に

お願いしたいというんがそこにあるん。そらもう皆さん書いとってんそのとおり出しとんじ

ゃから、もうそれ以外のことはないでしょ。もっともっと詳しゅう言えというたら言えるん

じゃけど、余り言よったらおかしなことになるんじゃ。 

委員（三輪順治君）  このＡ３の用紙は、私の考え方とすれば全部にこれは網羅ができな

いと思います。主要な分野ごとにこれが独立して、これが例えば農業分野だったら例えば１

０項目、７項目集まって、それで最終的に一本の調査項目ができると、こういうイメージし

か私は湧かないんです。 

 というんが、農業の現実を見たときに、何が問題で、特にニーズがということになると１

つずつに分析を加えていかないといけない。だから、さっきの井原市の補助金の要綱をもろ

うても、要綱行政で井原市が現実問題、国や県の制度を受けて、市の独自の制度も含めてや

っとるんですが、じゃあそれで問題があるかどうかというのは、やりょうってん人のことも

聞かないとわからないんで、役所の論理はそれでええと思うとるけど、実際に使い勝手が悪

いとか、それこそ有害鳥獣と同じでいろいろ思いがあると思う。 

 ですから、一本ずつ、まず主な流れを立てて、それからここへはめていくと。この項目以

外にも新たな視点も入ってきますから、さっきおっしゃったように本当は全部ここで、委員

会で議論すりゃええと思うんです。ええと思いますが、３日、４日かかると思います。覚悟

の上じゃったらやりゃあええと思うし。もしいけんのんならそういう意見を対し、たたき台

というのを今つくれというような声が二、三人の委員から上がりましたので、それはもう正

副委員長のほうで今のお気持ちを酌んで、それを酌んでたたき台というのをつくっても私は

いいと思います。と思いますが、委員長。 

委員（柳井一徳君）  今の副委員長の貴重なご意見に私は全面賛成で、ぜひお願いいたし

ます。 
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 今お聞きした中でも、今副委員長言われた７項目から１０項目とおっしゃられたんです

が、私も記入していきながら７項目になったんですわ。大体そのぐらいの大まかなものにな

るんじゃないかなと思います。そっからまたいろんな人・農地プランを読みながらいろんな

支援策がまた出てくると思いますし、そこら辺はその都度、資料請求を前もって準備してい

くということで対応できると思いますので、委員長がおっしゃられる資料請求ももちろん絶

対要ることです、勉強していく中で必要なんで、その都度、請求していけばいいんじゃない

かなと。まず、正副委員長でたたき台をつくっていただきたいと思います。 

委員（大滝文則君）  さっきたびたび言いましたけど、たたき台がないとちょっとこれを

整理するの難しいということで、正副委員長にということも、各委員で自分なりにたたき台

をつくりたいという人はつくってもらやいいと思うんで、それも検討材料としてどうか認め

ていただきたいということ、ちょっと確認しときたいと思います。実は、私もつくってみた

いというのありますので、よろしくお願いします。 

委員長（簀戸利昭君）  まず、制度の把握をするのに私は資料が要るかな思うて先ほど申

し上げた、要は制度、施策の現状を知っていただくためにも資料請求言うたんですが、確か

にその中で意見交換、当然あると思うんですが、ある程度のテーマを絞っていかんと、全部

広げていったらとてもじゃねえけど知識がないのに会議に行っても、相手の方が何を言よう

られるかわからん、確かに要望は言われるかもしれませんが、ある程度絞り込みをしていか

んとなかなか意見交換にもならんと思いますが、いかがでしょうか。 

 いきなり聞いてしもうたら、あれもせにゃいけん、これもせにゃいけんというふうになり

ましょうから、できればある程度の情報を当然勉強していただいて、当然農業の就労者人口

であるとか、栽培面積であるとかというのは最低条件で知っていただかにゃ当然いけんのか

な思うたんでちょっとご提案したんですが、いかがでしょうか。 

委員（大滝文則君）  ごもっともな提案で、広げ過ぎるともう非常に提案とこまで行かな

いのはもう当初から言われるとおりじゃと思います。ですから、そのことも踏まえて情報の

収集から政策の立案までのたたき台といいましょうか、それをちょっと、先ほど言うたよう

に資料の、例えば収集、作成という中で必要なものをまた丸してから上げていくという格好

のものをつくって、中心はそん中で、例えばブドウならブドウということで絞っていかざる

を得んと思うんです。そういうことの作業の中で、ある程度この表に当てはめるのを、たく

さん出とるんで、表に当てはめていかんと、これを、言い方悪いですけども、目がちかちか

してくるといいましょうか、そういう関係がありますんで、きょう初めて全体のを見ました

んで、ちょっとそれぞれに次回までに、先ほど言われた１から８までに当てはめる形をつく

っていかんとできにくいんじゃないかなという。どうでしょうか。 
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委員長（簀戸利昭君）  各委員さんの出された提案、とりあえずそれぞれの表にさせてい

ただいておりますが、それをこの政策研究のＡ３判の用紙に割り振っていただいて、各委員

さんからもできれば出していただければと、こっちで。 

 各委員さんからのたたき台を参考に、新たにこの政策研究の中に当てはめていきます。そ

れと、自分でもつくってみたいという委員さんがおられれば、つくっていただいて結構だと

思いますので、それをたたき台に、次回で本当に調査表が、情報収集には何が必要か、どう

いう会議を持ったらいいかというようなことを順次決めていけたらと思います。 

 

〈異議なし〉 

 

 

〈企業等誘致について〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それでは次に、企業誘致のことに……。 

同様にでよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  企業誘致についてもそのように、先ほど申し述べましたが、その

ようにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次回の委員会には、そのたたき台を持ってやっていくということにさせていただきたいと

思います。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それぞれを割り振っていただいたり、私どももやりますが、それ

ぞれの委員さんでできるだけ割り振っていただいて検討を重ねていただけたらと思います。 

 それで、次回の委員会を、できれば今月中に持ちたいのですが、いかがでしょうか。いつ

ごろがよろしいでしょうか。 

２７日の１０時からということでよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 
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〈議会への提案〉 

 

〈回答案について協議〉 

 

〈決定〉 

 

〈その他〉 

 

〈なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  以上で建設水道委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 
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建設水道委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成２６年 ３月２７日   開会 １０時００分  閉会 １１時４０分 

２．開催場所 

   委員会室 

３．出席委員名 

   簀 戸 利 昭   三 輪 順 治   柳 井 一 徳   惣 台 己 吉 

   大 滝 文 則   藤 原 清 和 

４．欠席委員名 

   な  し 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長     宮 地 俊 則 

  （２）副議長     上 野 安 是 

  （３）事務局職員 

    事 務 局 長  川 上 勝 三   事 務 局 次 長  岡 田 光 雄 

   主     任  藤 井 隆 史 

６．傍聴者 

   な  し 

 

７．発言の概要 

委員長（簀戸利昭君）  ただいまから建設水道委員会を開会いたします。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

（１）所管事務調査事項について 

 

委員長（簀戸利昭君）  前回までの所管事務調査事項についてですが、正副委員長におい

て調査内容を作成して、事前に配布しております。なお、追加で私がご無理を申しましてイ

メージ的にどういう提案ができるかということを考えていただいて、調査表をつくっていた

だきました。 

本日の協議内容はまず提出していただいた調査表を各委員からご説明いただき２つのテー
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マにおける最終目標をイメージしていただき、その上で調査内容の追加もしくは削除等の修

正を行い、具体的な調査内容を決定して所管事務調査を開始したいと思います。 

 

〈農産物のブランド化について〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  お手元に配布いたしておりますＪＡ岡山西で資料をいただいてき

ました。それと参考事項としてもう一つＡ４版で冬ぶどうの出荷量等を聞き取り調査で市が

持っていたものを配布いたしております。それを参考にしていただけたらと思います。 

まず、ＪＡ岡山西の表のご説明をさせていただきます。①と書いてありますＡ３版です。

ＪＡ岡山西の西部が井原地区でありまして、芳井町、美星町も入っております。隣が倉敷

東、それで倉敷西、吉備路とございます。倉敷東はたくさん地区がありますが、粒江、茶屋

町、早島、倉敷西田、鶴形等が倉敷東であります。倉敷西は船穂、玉島中央、金光、六条

院、里庄、鴨方、寄島が含まれております。また、吉備路においては、総社市、総社市の美

袋、真備、清音等が含まれております。 

まず、井原を中心にいきますと上から３番目、４番目、瀬戸ジャイアンツの栽培面積が２

ヘクタールで、出荷者数は３０人、出荷量は２４トン、２，３００万円余りの販売高、これ

はあくまでも、ＪＡの直売所であるとか農協経由で出荷された分も含まれておるそうでござ

います。 

 それで、ピオーネは４５ヘクタール、出荷者数が１３０人で、４５２トンで３億２，００

０万円余りということでございます。それで、今話題になっております紫苑、要は冬ぶどう

の系列ではございますが、まだ栽培面積が１ヘクタール余り、出荷者数が１０人ということ

で、出荷量が１トン、まだいってるかいってないかぐらいみたいです。販売高が１４５万

６，０００円ということでございます。 

 それで、次のページでありますが、参考資料でユズでございます。ユズは、栽培面積が１

０ヘクタール、出荷者数が６０人、出荷量が５０トン、それで販売金額としたら５００万円

ということでお聞きしとります。その中の５００万円のうちの約１００万円が生食用で出荷

され、あとは全部、４００万円は加工ということで、全農の山口のほうに加工場があるの

で、そこともう一カ所、九州に出荷して加工していただいとると。ＪＡ系列で加工していた

だいとるということでございます。 

 それで、井原地区を言いますと、ちょっと一番端の花卉のところになりますが、リンド

ウ、リンドウがまだ０．５ヘクタール、出荷者数が１０人ということで、出荷量が、本数で

すね、これは、６万６，０００本余り、販売高が３１０万円ということでございます。 
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 あとは、ごらんいただければと思います。お米についてはあえて申しませんが、あとよそ

の地区ではやはり吉備路あたりのシャインマスカット、倉敷西の同じくシャインマスカット

あたり、倉敷西が結構量が、販売高も高うございます。瀬戸ジャイアンツについても、倉敷

西管内が断然、１億４，０００万円からの売り上げというようなことでございます。ピオー

ネについても、ピオーネは井原が多いですが、倉敷西が１億５，４００万円余り、吉備路が

２億１，０００万円余りというような、ＪＡ岡山西だけの範囲ではございますが、そういう

統計が２５年度の出荷量ということで、お聞きいたしております。これは、参考までにして

いただけたらと思います。 

 それともう一点、冬ぶどう、特化するわけではございませんが、資料としていただいたの

が、ここ３枚ございますが、平成２５年度、今年度の出荷量でありますが、非常に販売額が

少ないということで、２５０万円余りが現状だそうでございます。前年度の２４年度は、７

００万円余り、別の資料ですが、Ａ４判の冬ぶどうが７３０万円余りが２４年度、２３年度

が６００万円余りだったのが、去年の高温でなかなかブドウが冬ぶどうにならずに、前へ前

へ進んでいったという経緯があったようです。これはあくまでも参考資料ということでお含

みおきいただけたらと思います。 

 以上です。 

 それでは、各委員さんから調査票の内容についてご説明をお願いできたらと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、済いませんが、建設水道委員会所管事務事項における最終目標を各委員さんか

らご説明していただけたらと思います。最終目標のイメージということで結構ですので、言

っていただけたらと思います。 

委員（柳井一徳君）  一応３つぐらいの大きい最終目標、３つぐらいということで、ブラ

ンド化と耕作放棄地の解消、それから後継者問題、これに取り組むこと。これのいろんなこ

とを研究していく必要があるんじゃないかなということです。あとは、その中へいろんなこ

とをちょっと書いときました。 

委員（惣台己吉君）  冬ぶどうの出荷額の増大、途中なんですけど、今これ見させていた

だいても、ユズもどんなんかなという、ほかの藤原委員なんか、先輩議員もされとんですけ

れど。私単純に冬ぶどうということだけで。 

委員長（簀戸利昭君）  私ですが、私は特化して、冬ぶどうの出荷量増大のために、農家

に対しての応援、支援の補助金を創設することという、何ができるかわかりませんけども、

そういう方向で持っていけたらと思っております。 

委員（三輪順治君）  私は、具体は書いておらんのですが、あえて書かなかったんです
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が、最初に着地点を決めてまとめていくという方法もあるんですが、まだ当委員会が調査事

務の中でも入り口の段階で、現状の把握もまだ、きょう資料が初めて出てきましたけども、

そういうことによって、例えばブランド化のイメージ、ブランド化の再定義、どういう意味

かということも含めて、しっかり位置づけをやって、ブランド化するということの発展を含

めて、全てのことに言えるんですが、委員会のきょう調査項目も出てますけども、それぞれ

の調査項目全部は多分できないかもわからないんですが、これから委員会で議論するテー

マ、内容が絞られましたら、それに沿って当然、委員会が開かれていくわけですが、その時

期を見ながら、当然、目標を持つことは大切なんですが、私は最初から余談を持たずに、井

原が基本的な農業でブランド化を図っていくということであれば、どういうふうなスタンス

で臨めばいいかということを、まず整理した段階で、目標についてはまた議論をさせていた

だきたいと思っております。 

委員（大滝文則君）  大きなテーマで、井原市の農産物のブランド化についてということ

で、２点上げて、私なりに上げとります。 

 ブランド化に向けての基本方針として、現在の井原市の特産物であるブドウのさらなる生

産力、競争力向上へ向けての支援制度の拡充を図るという文言にしておりますけども、議会

として、こういった検証をした、研究調査した結果、執行部のほうにどういうことを伝える

といったら、やはり生産者なり市民に議会としての応援、制度とか支援体制をより拡充して

いくということが提言として最終目標になるんじゃないかなということ、１つはさっき言っ

たブドウ、もう一つは新たな特産物となる可能性を持つ品種があるのかどうかということの

選定、またその同じく支援体制の構築を目指すということにしとります。その計画の目的と

しては、合併前の各地域の特産物であるブドウのさらなる特産化と、あわせて地域の活性化

を図ることを目的とするということにしておりますけども、先ほど議長のほうからもありま

したけども、企業誘致にもつながりますけども、同じことになりますけども、やはり人口減

対策とか地域の活力を図るということをもとに、そういった支援体制の整備ができるかどう

かということを、最終的には提言まで持っていけたらということが、調査の最終目的ではな

いかというふうに感じております。 

 以上です。 

委員（藤原清和君）  この農産物の井原のブランド化についてというほうで、これはまる

いのブドウと明治のごんぼうということにつきましては、既に大分広範囲に知れ渡ってると

いうことで、ある程度、これが量産できるんなら、そういった方向へ持っていって、徹底的

にこのことを井原市の産物としてどんどん広めていきゃええと思うんですけども、以前にち

ょっとお聞きしたのが、芳井町では全戸にユズの苗を配布して、ユズでまちおこしをすると
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いうようなことを聞いとったもんですから、そういったもんはどういう状況かというのはわ

かりませんけども、そういうなことや、それから愛宕柿や愛宕梨なんかも、いまだ取り組ん

でいるということでございますから、そういったものがどういう状況下にあるんかというの

を知った上で決定していきゃええんかなと。今現在あるもんも含めて、そういうことを井原

市のブランドの商品として販売できる方向へ持っていけばいいんじゃないかと思っておりま

す。農産物についてはそうです。 

委員長（簀戸利昭君）  とりあえず、農産物のブランド化についてをやっていきたいと思

いますんで、よろしくお願いいたします。 

 それで、Ａ３判の農産物のブランド化についてということであります。調査項目、情報収

集、現状把握ということで、データであるとか、必要な要綱や制度をどこをどういうふうに

勉強していくかということを議題にしたいと思います。 

 ここで、ブランド化に必要な事項、どうしてもこれだけは置いときたいという思いがあり

ましたら、各委員で言っていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

委員（藤原清和君）  今、状況というのはどんな状況かようわからんですが。今、数字は

出とんでしょうけども。というのが、耕作地があって、その耕作地が拡大できるんかとか、

それからずっと継続してやっていく、作業する人材もいてるんかどうかとか、現況というの

はわからんでしょう。ブドウなんかどんどん新しい品種も出していきよりますけども、どう

いう状況下にあるんかというのを一番知っていかないと、将来的には生産がないんじゃとい

うのを一生懸命ブランドじゃブランドじゃ言よってもいけませんから、そういう状況を知り

たいなと思うんですが、１番に。 

 それから、どんなことを取り組んでいこうと思っとるんかという、そういうことになって

くると、従事者の方とか、それからいろんな方いらっしゃいますが、そういう人の話を聞か

にゃ、さっぱりわからんな思いよんです、私は。将来的にはこういう方向へ持っていきたい

んじゃということがあれば、そういうことを含めて、井原市は徹底的にやっていこうという

ことが提言できるんじゃないかな思いますけど。最終的な目的として。 

 耕作地が、よそなんか聞いてもいけんのじゃろうけど、実際現在やってるとこがどうなん

かということです、問題は。 

 さっき、ユズの話も出とりましたけども、そういうなんが、もっと広げていけるんかどう

かとか、ああいうなこともわからんままに、それぞれに井原市内３地区、合併してからあり

ますけども、そういうことで、１個ずつブランドの商品があるんなら、それを進めていける

ような体制をとっていくことが一番ええんかなと思いますけど。 

 その情報を得るのはどうして聞くかというたら、ＪＡだけで聞いたんじゃいけんかなと思
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いよんじゃけども、実際どうなんじゃろうかな。耕作地やそういう面積や、皆わかっとんな

ら一番ええけども。将来こうな方向へ行くんだと。 

委員長（簀戸利昭君）  状況把握するために、ＪＡであるとか農家と協議していくという

ことでよろしいでしょうか。 

委員（藤原清和君）  結構です。 

委員長（簀戸利昭君）  それで、先ほどちょっと言い忘れたんですが、井原のブドウの話

なんですが、総販売額が４億４，９００万円、４億５，０００万円余り、これに青野の葡萄

浪漫館の販売額が入ってませんので、２５年度が１億６，０００万円余りが葡萄浪漫館の売

り上げ、これをプラスした金額が総ブドウの生産量ということになろうかと思います。まし

てや、美星のふるさと市場がどうなっているのかというのは、ちょっと私も把握してないん

ですが。 

委員（大滝文則君）  先ほどちょっと触れましたけども、基本的に、議会として最終的に

何を執行部のほうに提言ができるとなると、支援体制の整備拡充というかが一番だと思うん

です。となると、今ある現状の井原市の支援体制をもう一度確認すると。それぞれにしっか

り確認する。それからあわせて、近隣市町村の支援制度の状況を把握して比較検討する。例

えば、高梁市のびほく農協管内にありますけども、例えばトマトでしたら、トマト単品だけ

で４億数千万円の売り上げがあると。これの支援体制がどうなのか。ブドウも多分、かなり

１０億円を超えるような売り上げがあると思うんです。そういうとこの支援体制がどうなっ

てるかとか。そういうことを比較しながら、特産物としてより応援しよう思うたら、それ以

上のことをしていかんと、なかなか雇用までつながっていくような支援体制はできんのじゃ

ないかと思うんで、まず最初はその辺からスタートするんが妥当じゃないかと思っていま

す。これが我々も全然ほとんどまだわからんので、その支援体制というのが、近隣市町村の

基本的な規約、規則、そういったことも含めた支援体制の調査をすることからスタートする

ことによって、少しずつひもが解けてくるんじゃないかという気がするんですけども、どう

でしょうか。 

委員長（簀戸利昭君）  大滝委員は、今、支援体制の確認ということで、当てはまるかど

うかわかりませんが、農地の流動化の助成金の要綱であったり、貸付金制度がどうなってい

るのかとか、農業振興対策事業補助金がどうなっているのかという現状把握ということでよ

ろしいでしょうか。勉強を。 

委員（大滝文則君）  まず、スタートはそこからではないかという。 

ここへ、政策研究ということで表にされとる１と２が情報の収集、現状の把握ということ

と共通するところかと思うんですけども、それとあわせて、先ほど言うた比較検討材料とし
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ても、現在の井原市、近隣市町村の状況の把握というのは、まず欠かせないとこじゃないか

と思います。 

委員長（簀戸利昭君）  農産物の出荷量であったりということでよろしいでしょうか。 

 農業者人口であったり、じゃなくて。 

委員（大滝文則君）  まず、今ある状況ですか。いろんな規則、規約、それから支援制度

の内容を比較検討することから、だんだん問題点も把握してこれたり、将来に対する展望も

ひもといてこれるんじゃないかと思うんですけども。 

委員長（簀戸利昭君）  支援体制の確認ということをまず始めて、そこから次は、近隣市

町との比較。 

委員（大滝文則君）  並行してすべきだと思うんです。だから、担当課へ行って、例えば

農林課なり担当課へ行って聞くとか、井原市のことはできますけども、ほかの近隣市町村の

ことも農林課で聞けるのか、例えばそれは、不可能ならより詳細な情報を得るために近隣市

町村のほうへ出向いていくということもちゅうちょせんでもいいんじゃないかというような

気がするんです。 

委員長（簀戸利昭君）  近隣市町との比較資料をいかにして集めるかという方法論にもな

ろうかとは思いますが。 

委員（三輪順治君）  ちょっと違う角度なんですが、僕は、今の農業の厳しい状況という

のは、現場に行ってみたらもっとひしひしと感じると思いますが、農業の現状を正しく知る

ということと、今何が隘路になっとんか。農業生産をする上で、それぞれの年代層とか作物

によりますけども、僕はこうしたい、私たちはこうしたい思うても、なかなかできない、阻

害となっている要因とか、そういったものも現地ヒアリングの中できちっと受けとめて、支

援制度の拡充なり、現状も当然把握はしていくんですが、それから今の担い手のお持ちの課

題、特にこんなことやりたいんだけど、これがネックになってると。つまり、何かがあっ

て、支障があってそれ以上できない。それは、後継者がいないとか、高齢化の問題も当然基

礎的にあるでしょう。それ以外に、土地の流動化のことも含めて、いろんな課題が出てくる

ので、全ては現場に答えがあると思いますんで、まずは私は、そういう諸制度の入手も含め

て、まず現場へ行って、農協であれ、それから生産現場であれ、そういう生の声を聞いて、

そういう観点からご質問もさせていただく中で、じゃあ例えば今わかったと。５年後にまだ

農業しよって、例えば冗談ですけど、５年後しよる、１０年後しよるというのも、それはお

年にもよりますけど、息子さんとか娘さんとかの関係もありますけど、絵姿というものがあ

る程度現場へ行くことによって、現状とかこの辺はいろんなことがわかってくると思うん

で、そういう中で、今の制度的なものも引っ張っていければ。売れないと、物が高く売れな
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い。高く売りたい。高く売りたいけど売れない。何でか。ブランド化がどの程度寄与するか

というのは、それはシミュレーションもせにゃいけんでしょうけど、販路の関係もありまし

ょうし、ですからそういうとにかくまず私は、今、委員長、いろいろ意見お聞きになるんで

すが、まず私は現場へ行って、そこらあたりを、大体の全体の進め方はこれでええというこ

とで、正副委員長と打ち合わせて出しとんですが、この中でどこをどう潰していくかという

ことは、これからの委員会の活動によるんですが、大体今集約されたんが、とにかく現状を

正しく認識しようということがあるんで、その中で、これから２週間に１遍という、右のほ

うへ書いてありますね。そういったことを含めてやっていけばいいんであって、それで答え

がおのずと、９月の中間報告、３月の最終報告に向けていけるのではないかなと。いろんな

分野にみんな頑張っていただいて。 

委員（大滝文則君）  委員長、副委員長でいい資料をつくっていただいとるんで、このラ

インで進めていけばいいと思うんですけど、どっからまず取り組んでいくかということの話

だと思うんです。その中で、まずここにも情報の収集、現状の把握の中で、各種のデータな

り補助制度の内容と実績というか、確認ということで上がっておりますんで、このあたりか

らスタートすることによって、だんだん、そのことの繰り返しによって委員全員がある程度

レベルというか、情報をそろえていかにゃいけんので、一気に全部の話はなかなか難しいん

で、先ほどちょっと例を挙げましたけども、びほく農協のトマトの話をしましたけども、こ

れ４億数千万円が、岡山県の全体の６割という状況です。その６割に持っていくまでの支援

体制というのは、例えばハウスを建てるのは物すごい補助を出したり、それから新規就農者

を都会のほうから呼んでくるための住宅の建設とか、いろんな補助制度をしとるわけです。

ですから、そういうことを聞くのは聞いとんですけど、具体的にどういう内容なんかという

ことを含めて、そういう情報を収集して、さて井原市としてできるかできんかもあるかもわ

かりませんけども、議会とすれば、やはりしっかり活力ある農業支援体制をやろうじゃない

かという提言をするための、まず近隣市町村の状況把握というのは非常に重要なんじゃない

かと思うんで、この辺からスタートして少しずつ、例えば惣台委員とびほく農協、一緒に組

で、２組ほどに分かれて、この委員の中で２組ぐらいに分かれて、ここはびほくへ行く、こ

こは高梁、ここはというふうなことはできるじゃないかと思うんです。だから、そういうこ

とをまず行動していくとこから始めたほうがいいんじゃないかなという気がしますんで、よ

ろしくご検討ください。 

委員長（簀戸利昭君）  近隣市町村との比較のために、情報収集するというご意見でござ

いますが。 

委員（柳井一徳君）  大滝委員の支援策等比較していくということももちろん必要で、そ
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れから藤原委員が言われた基礎データを、どういった現状なんかということを把握していく

ということも必要、それをまとめられたんが副委員長だったと思うんです。これ、委員長、

副委員長でつくっていただいたスケジュール表、これを見ても、まず３月、４月は、１番、

情報収集で、国、県、市の農業政策、それから農業に関する基礎データということで、ここ

へつくっていただいてるし、この２つでいけばいいと思うんです。たたき台ですけれど、こ

れで十分、今おっしゃられたことをこの２カ月で十分調査をしていくというふうにして、そ

れから５月、６月、このスケジュール表に沿っていけば、うまくいくような気はするんです

けど、現状の把握はその次の５月、６月、情報収集ができた後に、今度はどういう活動をし

ていこうという取り組みを研究していくということになると思うんで。大変すばらしい資料

をつくっていただいとるんで、それを尊重して、それに沿ってやっていくべきだと思いま

す。 

 

〈なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  なければ、要はまず、市内の情勢ということで、支援制度が市内

に何が今行われているかということを、それぞれの委員さんで勉強していただいて、それを

手分けをしてでも、できればほかの委員さんにわかるように説明していただくという方法

も、非常に子供じみとるとは思うんですけども、それをしていっとかないと、要は農業者で

あったり第三者に対して、議員として説明ができないのではないかなというところが、私は

危惧するとこでありまして、大変でしょうけども、ある程度手分けをして、この分野につい

ては柳井委員、大滝委員でお願いしますというような形で、それぞれの委員さんで条例とか

要綱を読んでいただいて、ほかの委員さんに説明していただいて、井原市の現状はどうなん

であるというようなことをやっていくのも手ではないかなと、私は個人的に思いよんです

が、いかがでしょうか。 

委員（藤原清和君）  支援策は聞けばわかるんじゃけど、それぞれに支援しとるとこへ聞

きゃわかるけど、今現在、井原市内の農業に従事しとる方々がどういう思いを持ってやっと

られるかということを把握しとかんと、どういうところへ問題があるんかというのを知った

上で、さっき言よったように、支援が全然もうちょっと欲しいんじゃというようなことがあ

るんなら、そういうことも含めてやりゃええんじゃけども、現状の声を何も聞かずに支援

策、どんどんお金だけ持っていきゃええようなことだけ言よったんじゃいけんと思うから、

現状が一番じゃと思います、私は。聞くのは。先ほど、副委員長が言よっちゃったけども、

いろんなことを知った上で、今現在、実際にブドウなり何やかや生産しとってん人たちの意
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見をしっかり聞いていかないとどがんにもならんと思う。その中で方向性が決まってくるん

じゃないか思うんじゃけど。 

委員（三輪順治君）  私の、ちょっと誤解、まず基礎的な制度概要とかデータというのは

もちろん持っとくんです。上で現場へ行きますから、今順番のことが、まずは委員長が提案

されたように、各これ、ちょっとイメージ的には２人ペアぐらいで、１人ではなかなか大変

なんで、２人ペアぐらいで、例えば少し修飾語を入れますと、国の農政がどう動きよるの

か。今、ＴＰＰもありました。あるいは、県がどうなりよんか。市が、あるいは周辺市がど

うなんか。岡山県の。そういうように、ちょっと３つぐらいにグルーピングして、まず現状

の農業の制度面の情報をできるだけ集めてくる。井原市がしよるしよらんかかわらず、とに

かく集めてくる。こんな制度があるんだということは、井原市も知らんこともあろうし、

我々も全く知らんこともあると思う。まず、それを集めてきて、それからそれを委員会でみ

んなでコピーして理解する中で、井原の現状ということも当然並行的にしよりますから、次

のステップに行くと。 

 まず、本当は、生産者のニーズからいくんが一番ええんです、本当は。制度は後へひっつ

くもんだから、要するに、今の国や県の制度にしても、生産者やＪＡの声があって、それか

ら制度が政策的になって法律になって、内閣のほうが実際に予算をつけるということで、も

ちろんベースはそうなんで、その逆はいけんのじゃけど、本当はいけんけど、今もう既にあ

るんで、例えば農地の流動化のための機構についても、全くまだ仕組みがようわからない。

それが本当に農地流動化に対してどう寄与するか。ブランドにかかわっての一番基礎的な生

産にかかわるベースのとこですから、土地については。ですから、農業委員会のほうにもい

ずれ行かにゃいけんでしょうけども、とりあえず、そういうものを集めて分析しながら、そ

して現状がどうか。井原市内の芳井、美星、井原、それぞれ生産分野を異なりながら、２人

ペアで入っていって、お聞き取りして、ヒアリングシートはちょっとまたこちらのほうで準

備してもええんですが、一応基本的なヒアリングシートとその他を書いて、ヒアリングシー

トの中でざっと書き取ってかえっていただいて、次の会でご発表いただいて、今、ブドウ、

冬ぶどうのここにネックがあるんかと、あるいは例えば、県、農業普及センター知ってます

けど、我々もじかに知って、そしてそのためにどうすりゃええか。ほんまに、これを６００

万円を６，０００万円、６億円になるんかというふうな話なんです。ですから、１０倍を国

のほう目指してますけども、へいじゃあ６００万円を６，０００万円にするために何がネッ

クなんかという話にならんと、本当に提言ができないんで、地についた提言が。そうする

と、６００万円がせいぜいいっても、何やかんやが問題になってできんということになれ

ば、冬ぶどうについては、それはどういう支援策が具体的なるかどうか、県がＪ１、ステッ
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プアップいろいろやってますけども、そういうことで整理しながら、じゃあ井原の農産物を

どういう形で定着させていくか。ブランド化に結びつけていくかということになると、いず

れにしても、いろいろ言いますが、現状を正しく理解するために、現在の制度をきちっと把

握すると。それを腹へ入れといて、現場へ出ていって、ああそうですね、ああそうですねと

いうことを聞いてかえって、次の会議にしていくというのが、まず一番スタートじゃないか

と思う。 

委員長（簀戸利昭君）  今、制度の把握というようなご意見であったろうかと思いますの

で、確かに現場に行って聞くのは確かにそうではございますが、制度を把握して、農業者の

方が、逆にこれに合う制度はないか言われたときに説明ができる体制をとっていかないと、

とんちんかんな話になりましょうし、おめえらそがんことも知らんのんか、言葉は悪いです

が、そういうことにもなってもいけませんので、あくまでも今、井原市の現状であるこうい

う制度がありますというのを認識していかないと、生産者は逆に言うとご存じですから、こ

れの制度はもう終わったんかというようなことを、恐らく言われかねませんので、そこらを

十分把握していただいて、ましてや近隣が、先ほど言われた、大滝委員も言われた近隣市町

村との兼ね合いも当然最後出てきますから、そこを勉強した上で出向いていってもいいので

はないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それでは、ご意見がないようですので、まず市内の農林関係の助

成制度や支援策ということで、条例であるとか要綱であるとかを、資料を取り寄せて、それ

ぞれで勉強していただくか、どういう形で勉強会をしたらいいか、お聞かせ願います。 

委員（藤原清和君）  資料をすぐ取り寄せてもろてください。すぐ出るんじゃろうから。

井原市の取り組みについては。 

委員（三輪順治君）  １週間、１０日かかるね。 

委員長（簀戸利昭君）  それは、次回にということでもよろしいでしょうか。 

委員（藤原清和君）  すぐ現場に聞きに行こう思うたら、そういう資料を持っとかんとい

けないんじゃから、勉強しとかにゃいけないんじゃから、早くこの資料を取り寄せてもらわ

んと、行動起こせんということですが。 

委員（三輪順治君）  わかります。早速。 

委員（藤原清和君）  じっとここでいつまでも同じことばあ繰り返しよったんじゃ。 

委員（三輪順治君）  皆さんとも集めていきたいんで、今ちょうど人事異動の時期で、ち
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ょっと４月挟んで１週間程度は、ちょっとどの職場も今いろうてくれなという実態じゃと思

います。したがって、資料を早く集めるのは、それはこしたことないんですが、４月の上旬

ぐらいは、上旬といいますか、５日、６日ぐらいは引き継ぎとかいろんな懸案課題、政策の

具体をそれぞれの担当が詰めとる段階なんで、今の情報についてはできるだけ早く集めたい

と思いますが、上中旬ぐらいまでにということでお許しをいただかないと、ちょっとなかな

か現場のほうも動けないかな。ＪＡも恐らく同じ思いだと思います。 

委員（大滝文則君）  それこそ年度末、年度初めで忙しい時期ですから、資料の請求とい

うのは井原市内においても近隣市町村にとっても、なかなか難しい時期だと思うんで、ちょ

っと若干おくれてもいいとは思うんですけども、皆さんお持ちだと思うんですけども、国の

政策集で、毎年こうなんが出とるというお持ちだと思うんですけど、こういう中で、いろん

な事業名の諸制度なり、これ諸制度といっても、法律でつくられたもんと、制度として単年

度としてというのとあると思うんですけども、こういった資料、また同じようなもの、県に

もあると思うし、それに合わせて、多分市町村にもそういう制度が下へおりてきとるという

ことがあると思うんで、まず制度なり、支援制度というのを含めたことをしながら、先ほ

ど、今、副委員長が言われたように、これをもとに現場へ出向いていって、問題、課題とい

うものを聞かれたときに、こういうもんがありますとか、もっとほんなら支援拡充するのに

希望があるんだという話を聞くことを、今度はどういうふうに執行部のほうへ伝えていくか

という形になってくる思うんで、これも含めて、次回までに、そういうものを集められるだ

けの資料を、何日までに集めようということを、きょう決めてぐらいでいいんじゃないかと

思うんですけども。どうでしょうか。 

委員長（簀戸利昭君）  今、大滝委員から、農業の制度であったり、当然市のあれも含ま

れるんでしょうが、それも含めて、資料をできるだけ集めてくるというご意見が、次回まで

に集めるというご意見がありましたが、いかがでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それでは、この情報収集の中で、どれがまず必要かというような

ことをご判断いただければと。 

委員（三輪順治君）  ちょっと任せてもらおうや。足らんところは後。それは、今やっ

て。 

 とりあえず４月の上旬、中旬までに、委員長名か議長名で、各市町村含めて、市が集め

る。 
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委員長（簀戸利昭君）  まず市の制度についてをやはり勉強していただくということで、

資料をどういうものが必要かというのを言うていただければありがたいですが、いかがでし

ょうか。 

委員（三輪順治君）  ちょっと委員長のご発言なんだけど、どういうものがというた場合

に、多分声が出ないのが、実は実質行政というのは、法律とか条例でなくて、要綱でやられ

とんです、ほとんど。要綱行政だから、実際は要綱の具体名称を特定せんと出てこないん

で、今、委員さんに、どういうもんか言われても、へえじゃ、例えば漠然と鳥獣対策とか、

そういう漠然としか言えないんですが、それでいいんですか。 

委員長（簀戸利昭君）  それは、もう細かく言っていただかにゃ、多分資料としては。 

委員（三輪順治君）  そうすると、今、井原市が制度的にとっとる、要綱に基づく政策の

全てをくださいと言うしかもうないんです。そうせにゃ、漏れが出てくる。農政行政にかか

わって、全ての要綱。 

国庫補助とかというのは別です。それは別として、市の要綱でやってますので、要綱行政

をお願いしたいというようなやり方であれば、特に意見を求められなくても、それでご了承

をとっていただければ、我々のほうでできると思います。 

委員（藤原清和君）  農業支援制度がどんなもんがあるかということじゃから。農業従事

者に対する支援、こういったものがある。 

委員（三輪順治君）  これへ書いてある要綱ですわ。井原市の農政、農業関係。これの要

綱全てちょっと見せてくれと。でよかったら。 

委員長（簀戸利昭君）  井原市の農村振興基本計画の中の要綱を取り寄せるということで

よろしいでしょうか。 

委員（三輪順治君）  もう一つちょっと気になるんが、単市制度はそれでいいんですけ

ど、県とか国が絡むやつは、普通、関連性をつくっとる可能性もあるんで、これで特化せ

ず、これを含めて、その他現実問題、補助金なり、あるいは指導なりするような形での要綱

があれば、あわせてご提出くださいということをちょっとプラスでやってください。漏れが

出てしまう。 

委員（大滝文則君）  今、副委員長が言うたのは、国・県の補助制度に井原市として上乗

せする制度についてを。 

委員（三輪順治君）  上乗せもあるでしょうし、それから特別にそれに関連して何かある

かも、見えないんです。何かわからんのんで、余りこれだけに、この農業基本計画を推進す

るための要綱といってやったら、もうそれしかないんで、そのほか、井原市農業政策にかか

わっての制度融資等を含む要綱を全てご提示くださいというてやれば漏れがないかなと思い
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ます。 

委員長（簀戸利昭君）  農村基本計画並びに国、県の支援制度でよろしいですか。 

委員（惣台己吉君）  ＪＡの支援策があるんじゃないんですか。 

委員長（簀戸利昭君）  今、市の内部の話を先に。 

委員（三輪順治君）  表現だけの問題じゃけ、ちょっと担当部と詰めさせてもろうて、要

は全部集めにゃいけんでしょう。 

委員長（簀戸利昭君）  そこまで読めるかどうかというのがあります。 

委員（三輪順治君）  それは読めます。 

委員長（簀戸利昭君）  基本計画の中の要綱と、国の支援制度等についての資料というこ

とでありますが、それを請求してよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それで、次回の。 

委員（三輪順治君）  ちょっと、今、惣台委員がＪＡのこと言よった。 

委員長（簀戸利昭君）  ＪＡの支援策ということでございましたが、それは直接には。 

委員（惣台己吉君）  ほな、僕がもろてくら。僕がもろてきますら。 

委員長（簀戸利昭君）  ええですか。 

委員（三輪順治君）  実は、ＪＡとおっしゃる、非常にいいことなんです。農家は、ＪＡ

の指導を受けながら、いろんなもちろん物理的なてごも含めてされとると思う。そういう制

度は集めてもらやあええし、もしそれがそうなら、議会としてお願いしてもええと思うし、

どうせヒアリング行かないけんし、取り口を、きっかけを。そうすると、農業普及センター

とか、いわゆる井原市農業とかかわりがあるところにいろんな技術員を送ったり、何やかや

しよってんはずです、多分、冬ぶどう含めて。じゃけ、そういうのはどういうふうな仕組み

になってやりよんか、予算額を聞いてみたりせにゃいけんのんで、関係部署、井原市を中心

にするけど、今おっしゃったＪＡ含めて関係部署にできる限り照会をさせていただく。足ら

んところは、またやりゃええ。 

委員（惣台己吉君）  それで、僕のイメージ違うかもわからんですけど、僕のイメージと

いうのは、仮にユズをつくるとか何々をつくるということになったら、それには機械を買う

のは、１つは、今一番あれがお米をつくるということで、、若い人がしてんなら、機械を、

トラクターとか買うのは何ぼのご支援ができますよ、何年で払うような償却ですよとか、そ

ういう支援があるというのは聞いとって、ですからそういうことがわかれば。 
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委員長（簀戸利昭君）  ここの表にも書いてありますように、資金制度、貸付制度という

ことで、当然、県、国の資金と政策金融公庫の資金もあると思います。それはあくまでも利

子補給であったり、県、市で行うのは利子補給ということで、現時点では３％の仮に金利が

要ったとしたら、それを県が１．５％、市が１．５％で、要は元金だけの返済で済むという

ような形の制度も現時点あります。 

委員（惣台己吉君）  それで、ＪＡの小さいことしか僕らあれですけど、そのときに、や

っぱりその数字だけを提示したときは、全然乗ってこられないということは、今、副委員長

が言われたように、どういうふうに、米なら米を何ぼつくったら、こういうふうにして、田

んぼを借りるかとか、いろんなニーズというものは必ずしてあげないと、それは借りたお金

払わんといけんのですけ。 

委員長（簀戸利昭君）  それこそ、資金につきましたら、私も利用しとりますんで、要は

５年間の栽培計画、収支計画が全部要ります。融資ですから、あくまでも。 

委員（惣台己吉君）  それはもう必ず誰かに教えていただける人とかアドバイザーがおら

んとできん。ましてや、若者がしょうかじゃ言うんじゃ。 

委員長（簀戸利昭君）  これまでの資料をもとに、どういうふうな勉強の仕方をしていく

かを言っていただけたらと思います。資料は集めるだけは集めてというだけでは、なかなか

市民の方や農業者に対して説明ができんのんじゃねえかなと思いよんですが。 

委員（惣台己吉君）  そりゃ、私らでもできんですよ。 

委員（三輪順治君）  ちょっとイメージ提案しますね。これからみんな、集めていただき

ますね。わっと国の制度、県の制度、それから公庫でもいいです、融資制度。全部できれば

表にして、その中で井原市がとっとるところへマークを入れていくんです。そのほかは、井

原市にはない。制度はあっても使ってない。これ一遍整理せんと、全部１００％できんけ

ど、アバウトで、それで大体、井原市の今の政策、制度が、国や県の制度プラスいろんな融

資制度含めてどこまで採用しとるんかという、客観的な農政市政がわからんと、それを一覧

にすることによって、かなり本気だなとか、いやこれもうちょっと頑張ってもらわにゃいけ

んなということで、提案に結びつくんです。それで、農家のニーズを聞きに行ったら、余計

に、うちはこれ国庫あったんや、井原市はないけえな言われたら、きちっと合うんです。だ

から、そういうイメージです。 

委員長（簀戸利昭君）  まずは、資料集めということで、要綱であったり、資金貸付制度

であったりの資料を集めるということです。 

 それで、次回の建設水道委員会を。月に２回ペースでやらないと、恐らくできないと思い

ますので、大まかな目安を決めておいたらいかがかなと思いますが。例えば、第１週の何曜
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日にするとか、第３週の何曜日にするとかを決めて、ある程度、アバウトに決めて会議を持

つということではいかがでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員（三輪順治君）  委員長、提案なんですが、そういう個別に決めていってもいいんで

すが、おおむね、大体曜日で、第１、第３とか、第２、第４とか、曜日でくくっていただい

て、あと会議のたびに、次の会議の調整すれば。これから議員ですから、いろんな行事が入

ってくるんで、一応優先的にとっていただくということで、それを決めたら、１０時から１

２時までを２時間、委員会のためにみんな能力を使っていただくという形で、たちまち決め

てもええんじゃけど、大枠を決めていただければと思いますが、よろしく。 

委員長（簀戸利昭君）  １６日の水曜日あたりはいかがでしょうか。基本的に第２、第４

の水曜日ぐらいではいかがでしょうか。 

委員（三輪順治君）  委員長提案ですから、いいです。 

委員（大滝文則君）  一応の目安で。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  月によったりして、多少修正することはあると思いますが、それ

はお許しください。よろしくお願いします。 

委員（惣台己吉君）  ほんなら、５月というたら、いつになるんです。 

委員（三輪順治君）  第２というたら、１４と２８。 

委員長（簀戸利昭君）  １０時からということで。 

農産物のブランド化については、それでよろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

 

 

 

〈企業誘致等について〉 
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委員長（簀戸利昭君）  それでは、各委員さんから調査票の内容についてご説明をお願い

いたします。 

委員（柳井一徳君）  まず、オーダーメード方式の研究をやっていかにゃいかんのじゃな

いかなということで、あとは具体的にこういう方法をということで書いときました。四季が

丘に限定しないということが、まず大きい意味合いです。 

委員（惣台己吉君）  私は、四季が丘なら四季が丘で、研究開発のような企業が来てくれ

りゃええがなと。それだけです。 

委員長（簀戸利昭君）  私ですが、四季が丘団地ももちろん来ていただければ一番ありが

たいんですが、そのほかの地域を当たってもおもしろいのかということで上げさせていただ

きました。 

委員（三輪順治君）  私も、さっきの農業と同じ内容のスタンスでございますんで、よろ

しくお願いします。 

委員（大滝文則君）  私も、農業と同じような内容で書いておりますけども、企業誘致に

ついての基本方針として、四季が丘工業団地の企業誘致、できとらんということで、過去の

一般質問等々の執行部の答弁からしても、非常に今の現状では難しいということなんで、可

能性の検証をいま一度するのと、支援体制の見直しを図るかどうかということを、１つの基

本方針。 

 ２つ目として、先ほどから出ておりますけども、四季が丘以外の工業団地の可能性を探

り、実現可能な体制整備と支援体制の確立を目指す。これは農業問題と一緒ですけど、やは

りある程度の支援体制の確立をしないと、なかなか来てくれないのじゃないかということで

す。 

 それから、計画の目的としては、先ほどと同じように、人口減対策、ただ手をこまねいて

いるだけでなしに、実際に行動することによって、雇用創出とあわせて地域の活性化を図る

ことを目的ということで、２つ、基本方針と目的を上げとります。 

 以上です。 

委員（藤原清和君）  みんなと同じじゃ思いますけども、四季が丘も含めて、新たな企業

用地を確保していくということが大事じゃろうと思います。今まで引き合わせがたくさんあ

ったんでしょうけども、いろんな企業が出てくるための条件として、例えば水がたくさん要

るとか、周辺に音が出てもええような場所になけにゃいけんとか、いろいろあると思うんで

す。つい最近聞いたんでも、そんな話があって、没になったという話も聞きましたけど、そ

ういう条件が可能な用地が井原市内にあるんかどうかということを探していって、そういう

ところへ進めていかないと、企業は出てこられんのじゃないかと思いますから、ぜひ用地の
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確保を選定していくと。企業に出てもらうための用地の確保を選定していくことが一番じゃ

と思いますから、そのことを進めていきたいと思います。 

 以上です。 

委員（大滝文則君）  これについても、先ほどの農業問題と一緒で、スケジュール表、そ

れから具体的な取り組み方法について、たたき台をつくっていただいておりますんで、基本

的にこれに沿って、できるできないことはありますけど、基本的にこれに沿っていくという

中で、まずここに書いてある企業立地促進助成金とか等々の、それからあわせて、企業誘致

に関する制度等々の把握が、まだ現状ではしっかり認識できてないと思うんで、まずここ

を、制度的なものをまず把握するとこから始めないと、次へ進めないと思うんで、農業問題

と同じように、制度についての内容を開示してもらうように、委員長名義でお願いしたいと

思いますが、どうでしょうか。 

委員（三輪順治君）  大賛成でございます。ちょっと具体的な他市町、このときに、どこ

まで入れるかということで確認をさせていただきたいんですけども、俗に言う３市２町があ

りますよね、この井笠圏域。その他、備北がありますね。それから、今度は県外で、例えば

福山がありますね。それから、三原、府中市がありますね。つまり、僕が思うイメージで、

通勤圏内、荒っぽい言い方ですけど、井原へ住んどっても通勤ができて、提示できとると、

こういう条件でいかんと、余り遠くまで行っても、企業誘致の場合はちょっと難しいので、

地域特殊もえっと変わらんと思いますんで、ある程度、近隣という幅を、井原を中心にくる

っと半径二、三十キロで回せる範囲でとらせていただくのでご了解いただければよろしいか

と思うんですが。県、広島県のほうも入りますけど。 

委員（大滝文則君）  井原、それ１つ候補ですし、井原を隣接する自治体として、県外で

福山、高梁、総社、矢掛、笠岡ですか。こういう隣接する自治体を中心に、似たようなもん

ですけど、考えていただくと、美星とかですと、総社、倉敷あたりにもなりますけど、倉敷

まで広げるというのはちょっとと思うんで、総社あたり、かなり最近、企業誘致されとりま

すんで、制度もそうじゃし、どういう企業誘致ができたんかということも把握することは必

要だと思うんです。 

委員（三輪順治君）  原則そういうことで。井原市に接しとるところ。 

委員（大滝文則君）  委員長、副委員長にまたお任せ。 

委員（三輪順治君）  井原市に接する、多分９つの市町がある。ちっちゃい分も入れて。

９つぐらいある。里庄入ってないけど。おっしゃったような趣旨を生かして、照会をかける

場合の参考にさせていただきたいと思います。 

委員長（簀戸利昭君）  近隣市町の支援制度も必要ということでありますが、福山、総
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社、備北ですか、高梁ですか、笠岡、里庄、浅口へお願いをしてみるということであります

が、よろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員（三輪順治君）  あと、惣台委員のご発言、非常に斬新でおもしろいんですが、研究

所ですね。これは、本当に私は四季が丘を、井原市の補助制度は一括して買ってください。

２億８，０００万円程度かな、今。それなかなか大変と思うんです。あれ、僕、本会議で質

問したんやけど、分割できんことはないらしいんです。４つに割るとか６つに割るとか。た

だ、余り割り方によっちゃ、難しくなるんで、井原市は十把一からげで一括でとなっとんで

しょうけど、研究所というのは、そういう意味では面積とれます。分野によりますけど。研

究所を調査研究の対象とした場合に、ターゲットですね。こういう分野、イメージ今ちょっ

とお持ちなら、ちょっと教えていただければ。研究所のイメージ。どの分野。エコの関係

か。 

委員（惣台己吉君）  漫画の世界ですけど。生命科学。今の、これなるならん難しい思う

んです。第６次産業ということ、ブランド化、ほんなら極端に言うたら、トマト、ブドウ、

ユズ、そういう製品を研究開発して、それが各あれで販売できるかというようになれば一番

ええな思うんです。そこに雇用も生まれるからということで、ＩＴじゃなんじゃというた

ら、今はちいと難しいんじゃねえかな思うんですけど、それでも来てくれりゃ一番ええです

けど、僕はそういう、単純に食のやつという分です。 

 去年行きましたですが。糸島市、よそのあれ、単純にそういうの思った。 

委員長（簀戸利昭君）  先ほど、言い忘れましたが、スケジュールについて、Ａ３判の資

料等用意しております。それで、事前にレポートあたりを必要なときは提出していただい

て、それをたたき台にして会議を進めていきたいと思いますが、それには会議の４日前ぐら

いに、必要な、このたびもご無理申しましたが、そういうレポートをたたき台に会議を進め

ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それで、その後に、皆さんに２日前ぐらいに送付をして、それをたたき台としてご意見を

言っていただいたりするのが、会議を進めるのに少しでも効率がよくなるのかなと思います

が、どうでしょうか。 

 

〈異議なし〉 
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委員長（簀戸利昭君）  それでは、そういうふうにしていきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、またもとに返りますが、情報収集ということで、市の条例を、助成金制度のピ

ックアップ資料を用意するということと、時間が間に合えばですが、他市町村へも依頼をか

けるということで、福山、総社、備北、笠岡、里庄、浅口等へも聞いてみるということでよ

ろしいでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  情報収集について、今まで出していただきましたが、どういう方

法で、市内のやつは事務局経由でお願いをすればとれるとは思いますが、市外はなかなか相

手のあることですから、すぐにすぐということにはいかないとは思いますが、日数等も、先

ほど大滝委員も言われましたが、かかると思いますので、今までご依頼をかけると言われた

ことに対しても、かなりのボリューム、データになると思います。 

 それで次に、２番目ですが、勉強会について、どこまでどういう範囲を勉強するのか。執

行部に協力を依頼するのかということでありますが、勉強の方法、資料はお願いをして、そ

れを各委員で読み込んでいただくのかということをご協議いただければと思います。 

委員（大滝文則君）  収集できた資料については、一度は説明を聞かないと、説明もしく

は質疑応答をしていかないと十分な把握、認識ができないと思うんで、一度はしてほしいと

思いますけども、とりあえず、収集がどこまで可能なんか。他市町についてもどこまで収集

が可能なんかということを、依頼してもらって見てもらって、そこからだと思うで、そのあ

たりは委員長、事務局のほうでとりあえずはお願いしてみてもらうとしか、こちらもお願い

しかできませんので、よろしくお願いします。 

委員（三輪順治君）  私も、井原市の農業政策、考え方の基本を勉強会という形で、この

委員会でぜひお願いできたらと思ってます。たまたま、今回の建設経済部次長兼危機管理参

与兼建築検査参与兼都市建設課長の妹尾さんという方が着任されますので、その方の勉強も

含めて、４月下旬ぐらいに、一遍今の資料が集まるのが中旬程度になるんで、私もそれぞれ

勉強するんですけど、はまって、公式の場と言わずに、フランクな場で勉強会というのを、

委員長、持たれたらどうでしょうか。 

委員長（簀戸利昭君）  今度、次長ですか。次長がかわられるということであります。そ

れでまず、資料は次回までに間に合う資料だけでも、各委員で読み込んでいただいたり、そ

れぞれこの委員会、提案なんですが、委員会室でするか、協議会方式で机をつき合わせてや
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るのか。できれば、そういう方向も、２回に１回ぐらいはいいのかなと思いますが、いかが

でしょうか。 

委員（柳井一徳君）  勉強会だったら、そのほうが、今、委員長が言われたように、小さ

くして、副委員長言われたようにフランクに、自由に話ができるような雰囲気をつくっても

らうほうがありがたいですね、こっちも。それ以外で、研究をやる場合には、委員会方式、

こういう形でもいいと思うんですが、勉強会は、ちょっと小ぢんまりとした感じでもいいと

思います。 

委員長（簀戸利昭君）  基本的には、委員会ですから、委員会室でするのが筋ではござい

ましょうけども、２回に１回ぐらい、本当に資料をつき合わせたりするのには、やはりテー

ブルを狭くして、手の届く範囲で勉強するのがやりやすいのかなということも思っておりま

す。そこは、ご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 

〈異議なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それで、次回は、今先ほど申しましたが、４月は１６日水曜日を

一応目標に、ほかに行事が入らなければですが、あと第２、第４ぐらいですか、５月が。ぐ

らいの予定で、ペースぐらいでやっていきたいと思います。 

委員（柳井一徳君）  どうせ勉強会、また別個で集まらないかんのであれば、資料を集め

たときに、執行部、妹尾次長に来ていただく、谷課長も入るんかどうかわかりませんけれ

ど、来てもらって、同時でいいんじゃないんですか。４月２３日水曜日ぐらいにずらして。

１６日を。 

委員（三輪順治君）  今のお話ですと、国、県やその他のこと、全部大きな表になると思

うんで、それやって、委員が事前に勉強しといたほうがええかな思うんです。配るときに、

すぐ説明入っても難しいんで、できりゃ、４月の終わりぐらい、僕が今さっき、個人名、名

指ししたんだけど、当然、部長さんとか、担当の課長補佐さんとか、担当課長さんも、当

然、バックアップして、あるいは前面に出て、ご報告、勉強会の講師としてお招きして、ざ

っくばらんな講師として。それはええと思います。ですけど、できりゃ、１６日はちょっと

気ぜわしいんで、月末程度かな。それか、ゴールデン明けウイークでもええんじゃけど、月

末ぐらいですか。 

委員（三輪順治君）  １６は１６で、また委員会、集まりは集まりで。そのときは、情報

を収集したものを、ここへ集めてくると。資料を集めて、物を持ってくると。 

委員長（簀戸利昭君）  それでよろしいでしょうか。 
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〈異議なし〉 

 

委員（三輪順治君）  もし、勉強会するということになったら、先方さんのほうに、執行

部に予告せにゃいかんのんで、４月の、日にちもできりゃとって、先方、担当部のほうにお

伝えされといたほうが、何かとええかな思うんですが、どうでしょうか。４月２８とか３０

があいとりゃ。 

委員長（簀戸利昭君）  それはそれとして、とりあえず、資料を集めて、それをある程

度、委員さんでご理解していただいて、なお補足分をしていただくというような、基本的に

は形にしないとあれなのかな、時間もとらせても大変でしょうから。次回に、依頼をいつか

けるかというようなことで、いかがでしょうか。 

 

〈異議なし〉 

 

〈その他〉 

 

〈なし〉 

 

委員長（簀戸利昭君）  それでは、そういう形でやっていきたいと思いますので、よろし

くご協力のほどお願いいたします。 

これで本日の建設水道委員会を終了いたします。 
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